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パーキングシステムソリューションをご提案、富士ダイナミクス

駐車場メンテナンスサービス24Hr．  365日対応24Hr．  365日対応

●本　　　　　社 東京都目黒区青葉台１ - ２８ - ９
ＴＥＬ ０３  （３ ７ ９ ３ ）  ５ ４ １ １

●名古屋営業所 名古屋市瑞穂区大喜新町 １- ２ - ６
              ロイヤル牛巻第１　２階
ＴＥＬ ０５２  （８ ８ ３ ）  ０ ７ ０ ０

●丸の内サービスセンター 東京都千代田区有楽町１ - １０ - １
　　　　　       有楽町ビル ４階　４ ２ １
ＴＥＬ ０３  （３ ２ ８ ７ ）  ０ ５ ９ ４

●湘南サービスセンター 鎌倉市山崎 ６ ６ ２ - ２
ＴＥＬ ０４６７  （４ ５ ）  ６ ８ ６ ７

●営 業 本 部 東京都目黒区東山１ - ４ - ４
　　　　　　　　 目黒東山ビル４階
ＴＥＬ ０３  （３ ７ ９ ３ ）  ７ ４ １ １

●大阪営業所 大阪市東淀川区東中島２ - ９ - １５
ＴＥＬ ０６  （６ ３ ２ ５ ）  ２ ７ ６ １

●横浜サービスセンター 横浜市西区みなとみらい２ - ２ - １
　　　　横浜ランドマークタワー２９階
ＴＥＬ ０４５  （２ ２ ４ ）  ２ ２ ５ ６

●仙台営業所 仙台市太白区富沢１ - １１ - ２１
ＴＥＬ ０２２  （２ ４ ４ ）  ５ ４ ６ １

●湘南事業所 鎌倉市山崎６６２ - ２
ＴＥＬ ０４６７  （４ ５ ）  ６ ８ ６ ７

●福岡営業所 福岡市博多区中呉服町３ - １０
　　　　　　　　　 勝冶呉服町ビル
ＴＥＬ ０９２  （２ ８ ２ ）  ３ ４ ９ １

●羽田サービスセンター 東京都大田区羽田空港 3-3-2 
東京国際空港旅客ターミナルビル
三菱プレシジョン株式会社 内
ＴＥＬ ０３  （５７５６）  ７ ２ ４ ５

●さいたま出張所 埼玉県さいたま市浦和区仲町１ - ９ - １
              浦和パーキングセンター内４Ｆ
ＴＥＬ ０４８  （７ ６ ４ ）  ９ ２ ９ ０

●相模原出張所 相模原市中央区矢部１ - ３ - １４
大河原ビル２０１号室
ＴＥＬ ０４２  （７ ３ ０ ）  ６ ６ １ １
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〒980-0021 仙台市青葉区中央2-8-13大和証券仙台ビル11FAFC事業部　AFC営業部

交通システム営業部
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新年のごあいさつ

国土交通省都市局

局 長　　天河　宏文

全日本駐車協会の会員の皆様をはじめ、全国の駐車場整備・運営に携わっておられます皆
様、あけましておめでとうございます。日頃より、都市行政及び駐車場行政に対し、皆様の深
いご理解と多大なご支援、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。令和6年を迎えるに当
たりまして、新春のご挨拶を申し上げるとともに、これからの都市局の政策についてご紹介さ
せていただきたいと思います。

近年、多くの自然災害が発生し、各地に大きな被害をもたらしております。現地で対応され
ている皆様方の力添えとなるべく、国土交通省では、被災直後の災害復旧から、復興まちづく
り計画の策定、必要なインフラ整備等を強力に推進しております。

東日本大震災の復興に関しては、今年3月で震災発生から13年を迎えます。地震・津波等に
よる被災地では、住宅再建の基盤となる宅地造成は令和3年度末をもって全て完了いたしまし
た。福島の原子力災害の被災地については、大熊町や双葉町など6町村の特定復興再生拠点区
域（帰還困難区域の一部）の避難指示が解除されるなど、復興・再生に向けた動きが本格化して
おります。引き続き、地震・津波被災地の復興の総仕上げに向けた取組や、福島県内の復興再
生拠点の整備の支援を進めてまいります。

平成28年4月の熊本地震により被害を受けた益城町中心部や、頻発する豪雨災害等の被災地
における復興においても、土地区画整理事業等が活用されていますが、引き続き、被災地の一
日も早い復旧復興に向けて全力で支援してまいります。

また、令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害等を踏まえ、宅地造成及び特定盛土等規制
法（盛土規制法）が昨年5月に施行されました。今後も、各自治体における規制区域が早期に指
定され、本法による規制が実効性をもって行われるよう引き続き取り組んでまいります。

コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりについては、地域公共交通と連携し、「立
地適正化計画」により、居住や都市機能を誘導する施策を進めています。昨年7月末時点で、

―6―
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686の市町村が立地適正化計画について具体的な取組を行っており、このうち527の市町村が計
画を作成・公表済みです。またこのうち、立地適正化計画の居住誘導区域等において防災・減
災対策を定める「防災指針」については205都市において作成・公表済みであり、着実に増加
しております。引き続き、「コンパクトシティ形成支援チーム」による省庁横断的な枠組みを
通じて、支援施策の充実、モデル都市等を通じた優れた取組の横展開、取組成果の見える化を
進め、市町村の取組を支援してまいります。予算面でも、市町村や民間事業者等が行う都市・
居住機能の誘導・整備や公共公益施設の整備、防災力強化の取組等に対し、「都市構造再編集
中支援事業」等による総合的・集中的な支援を行っております。

一方、「まちなか」では、官民連携の取組により、市民目線・使う側目線に立って、人間中
心の空間に改変し、ゆとりとにぎわいを創出する取組を進めています。都市再生特別措置法に
基づき、昨年11月末までに101の自治体が「滞在快適性等向上区域」を設定するとともに、358
の自治体がウォーカブルなまちづくりに賛同する「ウォーカブル推進都市」として手を挙げて
います。引き続き、法律・予算・税制等のパッケージによる支援を行い、人間中心の「居心地
が良く歩きたくなる」まちなかの創出を推進してまいります。

この「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出に向けては、駐車場の配置や出入口の位
置を適正化し、駐車場への自動車の出入りによる自動車と歩行者の輻輳を避け、歩行者が安全
かつ快適に滞在できる空間を形成すること等のまちづくりと連携した駐車場施策の展開が重要
です。行政や民間が連携して、誰もが使いやすいバリアフリーの観点もふまえつつ、来街者を
はじめとする様々な人にとって魅力的なまちづくりが進められることを期待しています。

昨年4月には、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり、土地の有効利用など、より包
括的なまちづくりを見据え駐車場施策の検討を進めていくため、『まちづくりと連携した駐車
場施策ガイドライン』を更新しました。また、令和4年10月より設置しております「まちづく
りにおける駐車場政策のあり方検討会」について、今年度は、検討会の下に分科会を設置し、
個別の検討事項について議論しているところです。多様なニーズに応えるための駐車場需要の
マネジメントのあり方や新たな時代に対応した駐車施設の高質化等について、議論を進めてま
いります。

また、昨年7月に施行された「道路交通法の一部を改正する法律」により、新たに特定小型
原動機付自転車が位置づけられたところです。新たなモビリティの普及に伴い、今後、駐車場
の役割についても変化していくと考えられます。

駐車場の安全対策としては、機械式立体駐車場の安全性の一層の向上を図るため、安全基準
のJIS規格（平成29年5月制定）について、昨年5月に一部改正を実施しました。引き続き関係団
体と連携しながら安全確保に努めてまいります。

昨今、環境分野では、2050年のカーボンニュートラルや、再生エネルギーへの転換を目指し
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たGX（グリーントランスフォーメーション）が大きな政策課題となっています。都市は、人や
モノだけでなくエネルギーが集中する場でもあり、その在り方が中長期的にCO2排出量に影響
するため、GXに対する都市行政の取組・貢献には大きな期待が寄せられています。

都市行政としては、3つの柱（①コンパクト・プラス・ネットワーク等の「都市構造の変革」、
②エネルギーの面的利用促進等の「街区単位での取組」、③グリーンインフラ等の「都市にお
ける緑とオープンスペースの展開」）から成る「まちづくりのグリーン化」に取り組んでおり、
省庁横断的な取組である「脱炭素ロードマップ」に基づく脱炭素先行地域とも連携しながら、
着実に進めてまいります。今後、更なる取組への検討を重ね、具体化を目指してまいります。

また、今年度より、国土交通省と環境省が共同で、民間事業者による脱炭素型都市づくりを
促進することを目的として、「脱炭素都市づくり大賞」を創設しました。このうち、まちづく
りGXの取組として特に優れたものについては、「国土交通大臣賞」として表彰を予定しており、
この賞の創設により、今後のまちづくりGXの取組みを一層推進してまいります。

加えて、電気自動車等の普及等の動きがある中、昨年10月に経済産業省により「充電インフ
ラ整備促進に向けた指針」が策定されました。当該指針では、自宅等での普通充電と経路での
急速充電を組み合わせた「重層的な充電インフラ整備」が重要とされており、まちなかの駐車
場における普通充電についても、これらを一部補完することが期待されています。

更に、政府においては「デジタル田園都市国家構想」の実現に向けた取組が進められていま
す。都市局としても、令和4年7月にとりまとめた「まちづくりのデジタル・トランスフォーメ
ーション実現ビジョン〔ver1.0〕」に基づき、地方公共団体やまちづくり団体、民間企業、大
学等の幅広いプレイヤーと連携してまちづくりDXを強力に推進しています。新技術や官民デ
ータの活用により都市が抱える諸課題の解決や新たな価値の創出を図る「スマートシティ」に
ついては、令和元年から各地の先駆的な取組の支援を行っており、「令和7年までに全国100地
域でスマートシティを実装」という政府目標に向け、令和5年度は、スマートシティ実装化支
援事業に新たに「都市サービス実装タイプ」を追加し、早期に実証からまちへの実装までを一
体的に実施する事業を重点的に支援しております。今後もより一層スマートシティの実装を推
進してまいります。

また、都市局では令和2年度から「Project PLATEAU」として、全国の3D都市モデルの整
備・活用・オープンデータ化を進めております。引き続き、地方公共団体による3D都市モデ
ルの整備・活用を支援するほか、令和6年度は「実装フェーズ」として、これまで進めてきた

「基幹的施策」に加え、民間ユーザー、コミュニティ、地方公共団体等の多様な主体の取組を
後押しするための「環境整備施策」を推進し、3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ
化が自律的に発展していく「エコシステム」の本格構築を行うとともに、社会変革とサービス
創出を目指してまいります。

都市局では、社会経済状況の変化や地球規模の課題等への対応等を踏まえた種々の観点から
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の今後の都市政策のあり方について、都市計画基本問題小委員会において議論をし、令和5年4
月に中間とりまとめがなされました。中間とりまとめの中では、「多様な暮らし方・働き方に
応じた実効性のあるコンパクト・プラス・ネットワークの取組の推進」、「広域・施策横断的な
都市計画の取組」、「まちづくりGX」等のテーマについて取り上げられました。

最後に、地方は、人口減少、少子高齢化等に加え、ヒト・モノ・カネの域外への流出といっ
た課題を抱え、これらの問題は年々深刻化している状況です。国土交通省としても、このよう
な状況に対応すべく、まちなかの賑わい空間の整備等によるまちなかの再生を図るとともに、
産業立地に係る関連都市インフラ整備の推進と土地利用転換の迅速化により、付加価値の高い
製造業の工場、物流施設等の地方における立地を促進し、国内投資の促進と地域経済の活性化
を推進してまいります。

今後とも、魅力的なまちづくりを更に進めるためには、まちづくりと連携した駐車場施策が
必要であり、全国の駐車場整備・運営に携わっておられます皆様に寄せられる役割や期待も大
変大きいと感じております。安全で誰もが使いやすい駐車場を量的・質的な観点から適切に整
備していくため、皆様とともに関係者一丸となった取組を進めてまいりたいと考えております
ので、引き続き格段のご助力を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。

本年も皆様にとって実り多い一年となりますことを心より祈念いたしまして、年頭のご挨拶
とさせていただきます。
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本日はご多用の中を、一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会、東京ビルヂング協会、全
日本駐車協会、東京駐車協会の4団体共催の新年賀詞交歓会に、小池都知事、多くの国会議員
の皆さま、行政関係、関係団体の皆さま、報道関係の皆さまにご出席いただき、誠に有難うご
ざいます。

まず、新年早々、元日の夕方に発生した「令和6年能登半島地震」により亡くなられた方々
のご冥福をお祈りし、ご遺族の方々にお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様にお
見舞いを申し上げます。今後一日も早い被災地の復旧・復興を衷心よりお祈りしております。

さて、昨年末に取りまとめられた来年度税制改正大綱において、ビル業界をはじめ不動産業
界が要望しておりました、まちづくりや不動産に関わる税制上の特例措置の延長が認められる
こととなりました。とくに、今年が土地に係る固定資産税の評価の見直しの年にあたることか
ら、土地に係る負担調整措置および条例減額制度の3年延長が認められたことは、景気回復の
歩みを着実なものとするために大変意義深いものであります。この場をお借りして、ご尽力い
ただいた政府与党の皆様、関係省庁の皆様に厚く御礼を申し上げます。

今年の新年賀詞交歓会は、新型コロナウイルスが感染症法上の「5類感染症」へ移行して迎
えるわけですが、お食事とお酒を用意したコロナ前のスタイルでの開催となっています。まさ
に4年振りということで、この間、人と人との交流が遮断され、懇親を深めるための場がなか
ったことに改めて気付かされます。

新型コロナウイルスが5類感染症に移行して以降、観光地では海外の旅行者の姿が多くみら
れ、大変な賑わいをみせています。

こうした光景からも、日本の景気は堅調に推移していくものと期待が膨らみます。また、物
価高、資源高の大きな要因の一つになった円相場については、日銀のマイナス金利政策の解除
や、米国の金利引き下げなど日米の金融政策の修正観測も出ているなか、これまでのような急
激な円安水準にはならないとみています。さらに、懸念されている物価高についても今後ある

新年のごあいさつ

一般社団法人　全日本駐車協会

会 長　　木村　惠司
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程度落ち着きをみせ、賃金の上昇に伴って、物価と賃金の好循環が生まれてくることを期待し
ています。

一方、オフィスマーケットをみると、今年も新規オフィスビルの供給が続きますが、空室率
が急激に上昇することはないとみています。それは、オフィスの中に、集中して仕事をするス
ペースや社員のコミュニケーションを図るスペース、リラックスするスペースなどを設ける、
新たなニーズが顕在化しているからです。

クリエイティブなアイデアや商品は多くの人が集まり、議論して生まれてくるものです。コ
ロナを経て、そうした場としてのオフィスの価値とその重要性が再認識されたと感じています。

いま世の中は働き方から生活様式まで大きく変わってきています。とくに、著しい進展を
みせているのがIT、AIの世界です。Chat GPTが公開されたのが一昨年11月でしたが、わずか
1年で技術進歩を遂げ、様々な場面で利用されるようになっています。ビル業界においても、
AIを活用することで何が出来るのかということも検討していく必要があるのではないかと考
えています。

産業界全体の課題である地球環境問題に対しては、昨年5月に2030年度までの新たな数値目
標を盛り込んだ「オフィスビル分野におけるカーボンニュートラル行動計画」を策定していま
す。この行動計画に沿って地球環境問題に取り組んでまいります。

さらに昨年4月、日本ビルヂング協会連合会に日本ビルヂング経営センターを組織統合しま
したが、そのシナジー効果を発揮し、教育・研修事業をより一層充実させていきたいと考えて
います。

次に駐車業界ですが、新型コロナが5類に移行したことで利用が回復している地域があるこ
とは明るいニュースですが、一方で駐車場の利用率が低下している地域があったり、駐車場の
マンション転用によって駐車場が不足したりしている地域などもあり、地域によって状況は
様々です。

昨年はインボイス制度導入への精算機の対応がありましたが、今年は新紙幣の発行が予定さ
れており、投資負担が増えております。また、精算機のキャッシュレス化やEV車用の充電器
設置はサービス向上に必要ですが、費用対効果の点で駐車場事業者にとって課題であると感じ
ております。

景気回復の期待がありつつも、ウォーカブルな街づくりへの対応など、今後の駐車業界のあ
り方について、より真剣に検討すべき時期に来ていると考えております。

新年を迎えましたが、ビル業界においては連合会に加盟する全国19協会と、また駐車業界に
ついては全国18地区協会と連携しながら、協会活動を展開していきたいと考えています。引き
続き、会員の皆様のご協力とご支援をお願いいたします。

最後に、本日ご参会の皆様のご健勝とご多幸を祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていた
だきます。本日は有難うございます。
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新年賀詞交歓会報告
日　　時　令和6年1月12日（金）12時～
場　　所　オークラ東京 プレステージタワー1階「平安の間」
主　　催　一般社団法人日本ビルヂング協会連合会、一般社団法人全日本駐車協会
　　　　　一般社団法人東京ビルヂング協会、一般社団法人東京駐車協会

昨年、3年ぶりに再開した新年賀詞交歓会ですが、今年もオークラ東京 プレステージタワー
1階「平安の間」で開催され、多くの出席者で賑わいました。

12時の開会に先立ち、令和6年能登半島地震により亡くなられた方々に対する黙禱が行われ、
その後、木村会長からご挨拶があり、続いて、東京都知事の小池百合子様、国土交通大臣の斉
藤鉄夫様（国土交通省 住宅局 建築指導課長の今村敬様代読）からご挨拶を頂きました。

木村会長 今村課長小池都知事

その後、ご来賓の国会議員を代表して、衆議院議員の松島みどり様からご挨拶を頂き、続い
て、出席くださった国会議員の方々のご紹介とご登壇があり、（一社）日本ビルヂング協会連合
会の友田副会長のご挨拶の後、懇談に移りました。途中、公務の都合で遅れて到着された国会
議員の方々の紹介を交えながら懇談は続き、13時20分頃にはお開きとなりました

松島議員 友田副会長
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新型コロナ感染症が感染症法上の5類感染症に分類されたことから、4年ぶりの立食パーティ
ー形式となり、会場のあちこちで挨拶や情報交換、意見交換が行われ、非常に有意義なものと
なりました。

� 以上
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□ 駐車対策の現状

警察庁交通局

第１　駐車問題の現状

　１　瞬間路上駐車台数

令和４年に実施した調査によると、東京都特別区における瞬間路上駐車台数は約４万
７，０００台（前年比約１．６％増加）であった（図表１参照）。

平成１７年と比較すると、違法駐車は減少しているものの、依然として幹線道路等にお
ける交通渋滞の要因となっているほか、駐車車両への衝突事故や駐車車両に起因する交通
事故が後を絶たず、道路交通への著しい障害となっている。

図表１　東京都特別区における瞬間路上駐車台数の推移（平成１７年～令和４年）
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　２　駐車車両への衝突事故等

令和４年中の駐車車両への衝突による交通事故については、人身事故の発生件数が６５
２件、うち死亡事故の発生件数が２４件（死者２５人）であった（図表２参照）。また、駐車
車両等に起因した交通事故については、人身事故の発生件数が８４７件、死亡事故の発生
件数が３件（死者３人）であった（図表２参照）。

図表２　駐車車両への衝突による交通事故の推移（平成１７年～令和４年）

　３　駐車問題に関する１１０番通報

令和４年中の１１０番通報のうち駐車問題に関する要望・苦情・相談の件数は約７万
９，４００件であり、要望・苦情・相談に関する１１０番通報件数の総数（約８５万４，
３００件）の約９．３％を占めるなど、駐車問題に関する国民の関心の高さを示している

（図表３参照）。

※　第１又は第２当事者が駐車車両（運転者不在）の場合を計上

【駐車車両等に起因した交通事故発生状況】
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図表３　駐車問題に関する１１０番通報件数の推移（平成１７年～令和４年）

第２　総合的な駐車対策の推進

　１　駐車規制の延長距離

駐車規制は、駐車による交通の危険を防止し、交通の円滑を図るため、道路の構造や地
域の交通実態に応じて実施している。

令和４年度末現在、全国の都道府県公安委員会が行っている駐停車禁止又は駐車禁止規
制の規制延長距離は約１６万９，０２４㎞であり、一般道路の実延長距離約１２２万１３
８km（令和３年３月３１日現在）に対する規制率は約１３．９％である。

　２　より合理的な駐車規制の推進

駐車規制については、より合理的なものとなるようきめ細かな見直しを推進しており、
平成１６年１月から令和５年３月末までの間に、全国において、４万６，４８２区間（約
３万４，５９８km）にわたる駐車規制の解除・緩和を図っている。

今後も、必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、地方公共団体、
道路管理者、関係事業者等による自主的な取組を働き掛けるとともに、以下の点に留意し
て、交通実態の変化に即した駐車規制を推進することとしている。

　　⑴　要望意見への積極的対応

駐車規制は、交通参加者や地域住民の要望意見に十分配慮しつつ、交通の安全と円滑
を図る観点から、実施又は緩和を行っており、特に駐車規制の緩和に係る要望であって、
地域住民等の意見に基づき具体的な道路の部分を特定して行われるものについては積極
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的な検討を行い、その結果に基づいて必要な対策を講じている。
また、高齢者の移動を支える施策の充実の一つとして、公共交通機関を利用しやすく

するため、令和２年に道路交通法等が改正され、自家用有償旅客運送の用に供する自動
車等が路線バス停留所等において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調
整するため駐車するとき（地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であ
り、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、関係者が合意し、その
旨を都道府県公安委員会が公示したものをする場合に限る。）については、停車及び駐車
を禁止する場所の規制から除外することとされた。

さらに、令和４年の道路交通法等の改正では、企業等による地域貢献及び新たな技術
の実証を目的として、無償で住民等の運送が実施されている地域があることを踏まえ、
当該規制から除外する対象を、旅客の運送の用に供する自動車に拡大し、無償で行う旅
客の運送の用に供する自動車等についても路線バス停留所等の停車及び駐車を禁止する
場所の規制から除外することとされた。

　　⑵　物流の必要性への配意

物流業務が国民生活上重要な役割を果たしている一方、中心市街地をはじめとする都
市内において、貨物自動車の道路上での無秩序な駐車が交通渋滞等を引き起こしている
例もある。そこで、貨物の積卸し又は集配のため、貨物自動車の駐車が必要不可欠と認
められる道路の部分について、一定の条件の下で貨物自動車を駐車規制の対象から除く
こととするなど、物流業務に配意した駐車規制の見直しに努めている。

≪物流に配意した駐車規制の実施状況≫

貨物車の駐車需要の多い道路の部分を貨物集配中の
貨物車に限り駐車規制から除くとする規制の緩和例

貨物車の駐車需要の多い時間帯を貨物集配中の
貨物車に限り駐車可能とする規制の緩和例　　

　　【貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し】
平成29年８月に「トラック・バス・タクシーの働き方改革「直ちに取り組む施策」」（自

動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議取りまとめ）に「貨物集配中の車
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両に係る駐車規制の見直し」が盛り込まれたことを踏まえ、各地域の駐車需要、道路環
境及び交通実態を的確に把握し、駐車規制が交通の安全と円滑を確保する上で必要最小
限のものとなるよう、道路管理者等と連携し、駐車規制の見直しを行っているところ、
令和４年度末までに全国で新たに、１３８区間において駐車規制の対象から貨物集配中
の車両を除外し、２９０区間において貨物集配中の車両を対象とする駐車可の交通規制
を実施するとともに、貨物車専用・優先のパーキング・メーター等による２６８台分の
駐車枠を整備した。

そのような中、トラックドライバーに時間外労働の上限が規制される、いわゆる2024
年問題を受け、今後ますますトラックの路上での駐車需要が高まることが見込まれる。      
貨物集配中の車両を対象とする駐車規制については、こうした社会的変化に伴う駐車需
要や交通実態等の変化に応じ、引き続き、不断の見直しを行うこととしている。

標識・標示の一例（場所によって規制対象や時間
等の記載内容は異なる）

貨物集配中の車両に配慮した駐車規制の見直しの
実施例

　　⑶　時間制限駐車区間規制の実施の検討

路外駐車施設の整備が十分でなく、路上における短時間の駐車の需要が高いと認めら
れる道路の部分について、当該部分における駐車秩序を確保する必要があるときは、時
間制限駐車区間規制の実施を検討することとしている。

令和４年度末現在、全国の都道府県公安委員会が行っている時間制限駐車区間規制は
１，１９８区間（約３０５km）であり、パーキング・メーター１万２，５８５基、パー
キング・チケット発給設備１，１１７基（駐車可能枠数６，７３０台分）をそれぞれ設置
し、管理している（図表４参照）。

なお、パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備のうち、利用率が低
いものについては、撤去を検討することとしており、撤去後は自転車専用通行帯の整備、
歩道拡幅等既存の道路空間の有効活用に配意している。

なお、パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備のうち、利用率が低
いものについては、撤去を検討することとしており、撤去後は自転車専用通行帯の整備、
歩道拡幅等既存の道路空間の有効活用に配意している。
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≪時間制限駐車区間規制の実施状況≫

注 １ �「メーター」はパーキング・メーターを、「チケット」はパーキング・チケット発給設備を、それぞれ示す。
　 ２ パーキング・メーターの駐車可能枠数は、設置基数と同数である。

図表４　パーキング・メーター等の設置状況の推移（平成２５年度～令和４年度）

周辺施設の短時間利用者の利便性向上を目的と
した時間制限駐車区間規制の実施例

貨物車の駐車需要に配意した
貨物車専用時間制限駐車区間規制の実施例
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≪パーキング・メーターの撤去による道路空間の有効活用状況≫

≪撤去前≫　　　　　　　　　　　　　　　　　≪撤去後≫

利用率の低いパーキング・メーターを撤去して自転車専用通行帯を
整備した道路空間の有効活用例

普通自動二輪車又は原動機付自転車を駐車可能とする規制の緩和例

　　⑷　二輪車に配意した駐車対策の推進

自動二輪車等（自動二輪車又は原動機付自転車）の駐車需要が満たされていない地域に
ついては、地方公共団体、道路管理者、民間事業者等に対して自動二輪車等の駐車場の
整備を働き掛けているほか、地域の交通実態等に応じ、対象を自動二輪車等に限定して
駐車可とするなど、きめ細かな対応に努めている。

なお、令和４年に道路交通法等が改正され、特定小型原動機付自転車が新設されたこ
とから、今後、特定小型原動機付自転車の普及に伴う駐車需要にも関係機関と連携して
的確に対応していく必要がある。

≪二輪車に配意した駐車対策の実施状況≫

　３　高齢運転者等専用駐車区間制度の運用

身体機能の低下が運転に影響を与えるおそれのある高齢運転者等を支援するため、道路
標識により高齢運転者等専用駐車区間に指定されている場所では、高齢者等が運転し、都
道府県公安委員会が交付した高齢運転者等標章を掲示した普通自動車に限り、駐車又は停
車をすることができることとしている。
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　　⑴　高齢運転者等専用駐車区間の設置状況

令和４年度末現在、高齢運転者等専用駐車区間の設置箇所数は、
　・　高齢運転者等専用駐車区間が４２８か所（１，２９５台分）
　・　高齢運転者等専用時間制限駐車区間が４か所（５台分）

となっており、高齢運転者等の利用が多い官公庁、病院及び郵便局・銀行等の周辺道路
に設置している（図表５参照）。

　図表５　主な周辺施設の状況　　　　　　　 ≪高齢運転者等専用駐車区間の設置状況≫

　　⑵　 高齢運転者等標章交付状況

令和４年度末現在の高齢運転者等標章の有効枚数は６万５，８３９枚で、道路交通法
第４５条の２第１項第１号に掲げる者（７０歳以上の者）に対し６万４，６３３枚を、同
項第２号に掲げる者（両耳の聴力が補聴器を用いても１０メートルの距離で９０デシベ
ルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件を付されて
いる者及び肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている者）に対し６３９
枚を、同項第３号に掲げる者（妊娠中又は出産後８週間以内の者）に対し５６７枚を、そ
れぞれ交付している。

　４　違法駐車の効果的な取締り

　　⑴　違法駐車の取締り

放置車両の確認事務は、令和５年４月１日現在、全国４１８警察署において、５３法
人に委託しており、約１，９００人の駐車監視員により、地域住民の意見、要望等を踏
まえて策定・公表されているガイドラインに沿った、メリハリのある違法駐車の取締り
が行われている。

令和４年中の放置車両確認標章の取付件数は、８４万４，５９８件（うち駐車監視員
によるものは５６万３，５８７件）であった（図表６参照）。
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　　⑵　悪質な駐車違反に係る責任追及

放置駐車違反のうち、交通事故の原因となった違反や常習的な違反等悪質な違反につ
いては、運転者及び使用者の責任追及を徹底している。

令和４年中、放置違反金を納付しなかった者に対して滞納処分を９，３７７件（徴収
件数）実施したほか、車検拒否は９，１５１件であった。また、放置違反金納付命令を
繰り返し受けた車両の使用者に対して車両の使用制限命令を１，５３６件実施した。

　５　関係機関・団体等との連携による駐車対策の推進

　　⑴　関係機関・団体等との連携の強化

　　　ア　広報啓発活動

警察では、都道府県交通安全活動推進センター、報道機関等に対し、駐車車両への
衝突による交通事故の実態、交通渋滞の状況等違法駐車の危険性・迷惑性についての
情報を提供するなど、違法駐車抑止のための広報活動を行っている。

また、地域交通安全活動推進委員等の指導者を対象とする研修会の開催、違法駐車
の実態等に関する資料の配布等違法駐車抑止のための活動が効果的に行われるよう必
要な支援を行っている。地域交通安全活動推進委員は、令和５年４月現在、約１万６，
８００人が都道府県公安委員会から委嘱を受け、広報啓発活動、協力要請活動、相談
活動等を行っている。

　　　イ　駐車対策協議会等の設立による各種駐車対策の推進

警察では、地方公共団体、道路管理者等と共に駐車対策協議会等を設立し、地域に
おける駐車問題を協議・検討して、各種の駐車対策を推進している。

図表６　放置車両確認標章取付件数（平成２５年～令和４年）
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　　⑵　駐車場の整備等の働き掛け

　　　ア　駐車場の整備状況

　　　　　令和３年度末現在、駐車場の設置箇所数は、
　　　　　　・　都市計画駐車場※１が４３４か所（１１万３，３１８台分）
　　　　　　・　届出駐車場※２が９，８５１か所（１８９万９，３９６台分）
　　　　　　・　附置義務駐車施設※３が７万５，９９１か所（３５０万５，５２９台分）
　　　　となっている（図表７参照）。

　　　イ　駐車場の整備及び有効利用についての働き掛け

警察では、地方公共団体に対し、駐車場附置義務条例の制定、公共駐車場の整備等
を働き掛けており、令和３年度末現在、駐車場附置義務条例を制定している自治体の
数は１９７自治体（荷さばき駐車場の附置を義務付けている自治体の数は８８自治体）
となっている。

また、駐車対策協議会等の場を通じて、休日や時間外における駐車場の開放等を働
き掛けるなど、既存駐車場の有効な利用について積極的な働き掛けを行っている。

　図表７　駐車場の整備状況（平成２４年度末～令和３年度末）

注 １　国土交通省「自動車駐車場年報（令和４年度版）」から作成
　 ２　�自動車保有台数は、登録自動車（道路運送車両法第４条）に二輪を除く軽自動車（同法第６０条）を加

えた数値である。
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　６　バリアフリーのための駐車対策の推進

警察では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく重点整備地
区の生活関連経路を構成する道路等、高齢者、障害者等が生活上利用する施設の周辺等に
おいて、バリアフリーを妨げる横断歩道上、バス停留所周辺、視覚障害者誘導用ブロック
上等の違法駐車車両に対する取締りを行うとともに、違法駐車防止についての広報啓発活
動等を推進している。

　７　自動車の保管場所の確保対策の推進

　　⑴　自動車保管場所証明等

　　　ア　自動車保管場所証明等

道路が自動車の保管場所として使用されることを防止するため、自動車の保管場所
の確保等に関する法律（以下「保管場所法」という。）に基づき、登録自動車の保管場
所証明書の交付、軽自動車の保管場所に係る届出の受理等を行っている。令和４年中
の自動車保管場所証明申請の受理件数は６９７万２，５１６件であった。（図表８参
照）。

※１　都市計画駐車場
　　�　円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保する上で必要な施

設として、都市計画に定められた駐車場を都市計画駐車場という。
※２　届出駐車場
　　�　都市計画区域内において、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上の路外駐車場で

その利用について駐車料金を徴収するものを設置する者は、国土交通省令で定めるところによ
り、路外駐車場の位置、規模その他の必要事項を都道府県知事等に届け出なければならず、この
届出がされた路外駐車場を届出駐車場という。

※３　附置義務駐車施設
　　�　地方公共団体は、駐車場整備地区内等において、延べ面積が一定規模以上の建築物を新築・増

築する者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に自動車の駐車のための施設を設
けなければならない旨を定めることができ、この条例に基づき附置される駐車施設を附置義務駐
車施設という。
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図表８　自動車保管場所証明申請受理件数の推移（平成２５年～令和４年）

　　　イ　保管場所標章の交付

警察署長は、登録自動車の保管場所証明書を交付したとき、軽自動車の保管場所の
届出を受理したとき等は、自動車の保有者に対して保管場所標章を交付しており、保
管場所標章の交付を受けた者は、保管場所標章を自動車の後面ガラス等に、見やすい
ように表示することとされている。

令和４年中の保管場所標章の交付件数は７９７万２，６３５件であった。（図表９
参照）。

　図表９　保管場所標章交付状況
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　　⑵　保管場所法違反等の取締り

道路上を自動車の保管場所として使用し、又は自動車を道路上に長時間駐車するいわ
ゆる青空駐車や、自動車の保管場所を確保していないにもかかわらず、自動車を保有す
るために、自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置等を偽って保管場所証明を受け
るいわゆる車庫とばしは、道路使用の適正を阻害するほか、道路交通の安全と円滑に支
障を及ぼすことから、保管場所法違反等の取締りを推進している。

令和４年中の青空駐車等の取締り件数は９４３件、車庫とばし事件の検挙件数は２０
件であった（図表10参照）。

図表10　保管場所法違反等検挙件数（平成２５年～令和４年）

　　⑶　自動車保有関係手続のワンストップサービス（ＯＳＳ）

自動車を保有するためには、保管場所証明申請、道路運送車両法に基づく検査登録、
税・手数料の納付などの多くの手続が必要であるが、これらの手続と税・手数料の納付
をインターネット上で一括して行うことを可能としたのが自動車保有関係手続のワンス
トップサービス（以下「ＯＳＳ」という。）である。申請者等は、ＯＳＳを利用することで、
複数の行政機関の窓口に出向くことなく、自宅等からインターネットに接続されたパソ
コンを介して24時間いつでも申請することができるため、手続に要する時間・手間を削
減することができる。ＯＳＳは、平成17年から運用が開始され、これまで対象手続や対
象地域を拡大しながら利便性の向上が図られてきた。

ＯＳＳによる保管場所証明申請については、令和５年１月から全都道府県において手
続が可能となった。

今後、関係機関等と連携しながら、更なる利便性の向上に努めることとしている。
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研修会二日目、札幌都心部の開発状況を視察した後、札幌市より「札幌都心のまちづくり」
「札幌市の都心部における交通まちづくり」という演題でご講演をいただきました。

講演会の会場につきましては、株式会社北洋銀行のご厚意により「北洋銀行セミナーホール」
を使用させていただきました。

【講演１】
⑴演　題　
　「札幌都心のまちづくり」
⑵講　師　
　札幌市 まちづくり政策局 政策企画部 都心まちづくり推進室
　都心まちづくり課長　岩田　朋道　様
⑶概　要
　�　札幌都心部は、1972年冬季五輪開催時期に建設された建物の更新時期が到来し、2020年

から2030年にかけてリニューアルが加速する見込みである。札幌市では、まちづくりの指
針として、「第2次都心まちづくり計画（2016年策定）」と「都心エネルギーマスタープラン

（2018年策定）」を定め、エネルギー施策と一体となった都心まちづくりを行っている。
　�　第2次都心まちづくり計画では、都心の骨格構造として、“にぎわいの軸（駅前通）”など

の骨格軸と“札幌駅交流拠点”などの交流拠点を定めるとともに、“都心強化先導エリア”
などのターゲットエリアを定めている。

　�　都心エネルギーマスタープランでは、「低炭素」「強靭」「快適・健康」を基本方針として、
2050年までの目標として、①建物からのCO2排出量の80％削減、②分散電源比率30％以上、
などを掲げている。

　�　併せて、これからの都心まちづくりを支える仕組みを充実させている。具体的には、①
開発誘導方針による個別の民間開発の容積率緩和、②地区まちづくり推進要綱による地区
単位のまちづくりの推進、③札幌都心E！まち開発推進制度による脱炭素化の推進、④オ
フィスへの積極的な企業誘致として、「大札新（ダイサッシン）」というスローガンのもと、
賃料補助制度などを展開している。

【講演２】
⑴演　題　
　「札幌市の都心部における交通まちづくり」

令和5年秋季駐車場研修会　講演会議事録

「札幌都心のまちづくり」
「札幌市の都心部における交通まちづくり」

令和5年秋季駐車場研修会　講演会議事録Parking 245号 ／ 2024・1
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⑵講　師　
　札幌市 まちづくり政策局 総合交通計画部 交通計画課
　交通施設担当課長　佐藤　一郎　様
⑶概　要
　�　都心部における交通まちづくりについて、「これまで」「最近」「これから」に分けてい

くつか紹介する。
　①これまでの交通まちづくり
　・�札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）を2011年に供用開始し、既存の地下街も含め、札

幌駅からすすきの駅までの約1,900mの地下空間が誕生した。
　・�街を東西に分断していた創成川通（8車線）のアンダーパス連続化（トンネルは2009年供用

開始）により東西市街地の連携強化を図った。
　・路面電車のループ化（2015年開業）により、利便性の向上を図った。
　②最近の交通まちづくり
　・�2022年に、片側2車線道路（南一条通）を片側1車線に規制して、賑わいの創出と歩行者の

安全性の向上を図る道路空間利活用実証実験が行われた。（わざわざわストリート）
　③これからの交通まちづくり
　・�北海道新幹線札幌延伸により、札幌・東京間について4時間半を目指すとされている。

新幹線札幌駅予定地前で進められている市街地再開発事業（札幌駅交流拠点北5西1・西2
地区）で大規模バスターミナルが計画されており、交通結節点としての機能が強化され
る。

駐車場関連では、駐車施設の供給量が増加する一方で自動車保有台数が横ばいとなるな
ど、駐車需要の伸びは鈍化してきていることから、量的な駐車場整備主体に主眼を置いた
これまでの制度から、地域のまちづくりに応じた柔軟な運用ができる制度への転換を図る
ことで、建替えの促進や街並みの連続性の確保など、まちづくりへの寄与を意識した駐車
施策を展開している。2018年に「札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」
を改正し、①駐車場整備地区における附置義務台数の適正化、②隔地距離の緩和、③公共
交通利用促進による特例制度の新設などを行っている。
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本年6月の福岡・大分に続き、この度は北海道へお邪魔して参りました。全国各地から多数
のご参加があり、竹歳誠団長以下合計45名の他、札幌市内では札幌駐車協会から遠藤隆三会長
をはじめ10名が加わってくださり大盛況の研修会となりました。

□1日目（11月16日木曜日） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜行程＞
北海道ボールパークFビレッジ（北広島市）視察→おたる別邸（意見交換会）
→ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園（宿泊）

秋晴れの下、新千歳空港からバスで移動し北海道ボールパーク F ビレッジの視察を行いま
した。北海道日本ハムファイターズの新球場ES CON FIELD HOKKAIDO（エスコンフィール
ドHOKKAIDO）を含めた約32ヘクタールという広大な敷地の中に、自然と共存する次世代ラ
イブエンターテインメントや心身を育むウェルネスソリューション、文化交流が活発な街づく
りを目指す、国内初ともいえるまったく新しいクリエイティブなコミュニティスペースが誕生
したのです。

スタジアムツアーはエスコンフィールドのツアーガイド様に案内と説明をいただきました。
美しくかっこよくデザインされた外観を仰ぎ見ながらスタジアム内に入ると、壮観な光景や開
閉に30分近く要する大屋根に圧倒されました。スタジアム内にはファイターズの栄光と時代時
代の歴史や施設全体のジオラマがわかりやすく展示され、通路の大壁面一杯に大谷選手とダル
ビッシュ選手の肖像画を配する等、同球団にしか表現できない貴重なレガシーを余すところな
く伝えています。また、観客が居心地よく過ごすための多種多様なコモンスペースと店舗、観
客席から見るフィールドの近さ、フィールドへの視界をできるだけ遮らないバックネット等、
きめ細やかにつくり込まれていることに気づかされるとともに、北海道日本ハムファイターズ
がこの施設に込められた想いの強さと多大な労力に頭が下がりました。

令和5年秋季駐車場研修会　（北海道、11月16日(木)、 11月17日（金））

株式会社富士ダイナミクス
パーキング営業統括部長兼ソリューション営業部部長

須藤　浩之

参加レポート
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続いて、三菱地所株式会社様が開設されたワーケーションオフィス（ＷＯＲＫ×ationSite） 
を見学。タワー11と銘打ったゾーン内のホテル客室フロアに併設され、ナチュラルかつ明るい
内装空間で野球観戦をしながらワークやミーティングもできる優雅なスペースです。果たして
ここで仕事になるのか、いやいや、ここで過ごすエレガントさがいいのだ、といった参加者の
会話で盛り上がりました。

そして、広大な敷地の10か所に配置された約4,000台の駐車場の見学です。展望位置に集ま
り運営管理をされている三菱地所パークス株式会社様の案内と説明を拝聴した後に質疑応答が
交わされました。野球の試合日の利用は観戦チケット（Ｆチケ）のサイト購入と連動した予約
制、試合のない日は一般向けの時間貸し、両方の運用を行うハイブリッド化された駐車場シス
テムを導入しています。同システムは私が在籍する株式会社富士ダイナミクスが三菱地所パー
クス株式会社様の下で納入させていただきましたが、詳細な内容は別稿（2023年7月31日付　情
報発信「アンテナ」（第16回）『HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE （北海道ボールパーク F 
ビレッジ）』の紹介と駐車場運営における新システムについて。三菱地所パークス株式会社取
締役常務執行役員　平石政人様）をご参照いただければ幸いです。

日が暮れる頃、宿泊ホテルの『ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園』に到着。同ホ
テルは札幌大通公園に聳え立つさっぽろテレビ塔のライトアップを眼前に臨む絶好のスポット
に立地します。地産地消をベースに「北海道を体感する」をコンセプトとして2021年10月にオ
ープンした上質を感じるホテルです。あまりに印象的であったのは客室内に設置されているウ
ッドスピーカー（北海道産のトドマツを加工して製作）とレコードプレーヤー。フロントでレコ
ードを借りて室内で好きな音楽を楽しめるようになっています。私事ですが次回の札幌出張は
ここに宿泊することにした次第です。

チェックインした後ロビーに集合し10分ほど歩きながら意見交換会の店へ。夕食はおたる別
邸でいただきました。札幌駐車協会の遠藤隆三会長の挨拶をスタートに、北海道ならではの美
味しいお食事と札幌駐車協会より差し入れていただいた大吟醸吉翔等の地酒を賞味しつつ各テ
ーブルで活発な意見交換が行われました。

最後に、竹歳団長より中締めのご挨拶があり、散会後は大勢の方が夜のすすきのに繰り出さ
れたことと思います。

札幌駐車協会　遠藤会長 竹歳副会長
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□2日目（11月17日金曜日） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜行程＞
ホテル出発→札幌都心部の開発状況視察（バス移動しながら十数か所の開発物件の見学）→北
洋銀行セミナーホール（北洋銀行様および札幌市様の講演）→「サッポロビール園」（昼食）→
厚真町・北海道胆振東部地震被災地ガイドツアー→新千歳空港（解散）

二日目は朝から雨模様となり肌寒さを感じる気候となりました。ホテルをあとにしてバスに
乗車しながら札幌都心部の開発状況と大規模開発14物件の視察です。

講師の三菱地所株式会社北海道支店ご担当者様より、札幌中心地周辺のエリア区分や駐車場
マーケット、札幌都心の開発動向についての解説の後、札幌中心部（札幌駅近傍～中島公園近
傍の間のゾーン）の大規模開発物件14か所全てについてひとつひとつ説明していただきながら
見学することができました。講師の方は移動するバス内で立たれているにもかかわらず、澱む
こともなく立て板に水が如く、わかりやすくお話される様に頭が下がりました。

次は、北洋銀行セミナーホールに移動し北洋銀行様および札幌市様の講演を拝聴しました。
北洋銀行様は札幌中心部で相次ぐ大規模開発に必要な資金調達などを通じて地域の発展を想

いご尽力されていることを知る機会となりました。また、普段は外部に使用されることのない
セミナーホールを本研修のために使用させていただきました。この場をお借りして厚く御礼を
申し上げます。

続いて、札幌市まちづくり政策局政策企画部様より『札幌都心のまちづくり』、札幌市まち
づくり政策局総合交通計画部様より『札幌市の都心部における交通まちづくり』についてお話
をいただきました。2020年～2030年にかけて札幌都心リニュアルが加速し2028年まで開発のピ
ークが続くことと合わせて、開発を支える仕組みの充実、企業誘致や民間開発の誘導・調整、
象徴的空間の創出による街並み形成等の幅広い視野にわたり取組まれていること、脱炭素化等
のエネルギー施策としては、都心において様々な技術を駆使した熱供給事業を展開されてお
り、また、北海道胆振東部地震の際に北海道全域で発生したブラックアウトの教訓としてエネ
ルギーセンターを備えたビルを核とする災害時対策利用に取り組まれていること等を学ぶこと
ができました。

札幌市　まちづくり政策局
政策企画部　都心まちづくり推進室
都心まちづくり課長　岩田様

札幌市　まちづくり政策局
総合交通計画部　交通計画課
交通施策担当課長　佐藤様
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研修会の最後を飾るのは、一般社団法人厚真町観光協
会のガイド様による北海道胆振東部地震被災地ガイドツ
アーです。2018年9月6日午前3時8分頃にマグニチュード
6.7、最大震度7の大規模地震が発生、斜面崩壊による土
砂災害で厚真町を中心に死者44名・重傷者51名、5千棟
近い建物が全壊・半壊し、北海道内約295万世帯で大規
模停電（ブラックアウト）する等大きな被害となりまし
た。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、長い時間を要する被災された方の「暮ら
し」の立て直しと心の回復、被災地域のさらなる復興を願っております。

雨天のためバスから外に出て視察することは叶いませんでしたが、地震発生から5年を経た
今も山の斜面が崩れた様子がかなりの広い地域に残り、広範囲にわたる土砂崩れ防止工事が施
されており、当時の被害の大きさを目の当たりにすることができました。

一般社団法人厚真町観光協会のガイドスタッフ様達は、本研修会でお話いただいたことも然
り、今もこれからも、被災経験を通じて学んだ“災害への備え”、“思いやり”、“絆の大切さ”
などを伝承する活動を行っていくとのことでした。

その後、新千歳空港までバスで移動の上解散し秋の研修会も無事終了となりました。ご参加
の皆様お疲れ様でした。

最後に、有意義で楽しい本研修会の企画と準備にご尽力くださいました全日本駐車協会の企
画委員および事務局、また、札幌関係の労をお取りくださいました遠藤隆三会長をはじめ札幌
駐車協会の皆様に心より御礼を申し上げ参加レポートの結びと致します。

国内大都市圏においても人口減が進む中、人口200万
人を超えんとする札幌市の意気込みや勢いを感じなが
ら、昼食会場のサッポロビール園に到着。ジンギスカン
料理を囲みながら各テーブルとも和気あいあいの雰囲気
の中、安易に肉を追加しすぎて完食に苦しんでいるテー
ブルもあったようです。
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会員駐車場調査は、次の3点を目的に実施しております。
　①会員の駐車場事業の実態を把握すること
　②会員が興味を持っている内容について調べ、フィードバックすること
　③調査結果を協会の調査研究・情報収集活動に活用すること
今般、令和5年度の調査結果がまとまりましたので報告いたします。
調査にご協力頂いた会員各社、取りまとめにご協力いただきました各地駐車協会事務局に誌

上をお借りして厚く御礼申し上げます。

１．調査時期　　令和5年8月時点
２．調査対象　　全日本駐車協会　
　　　　　　　　・各地駐車協会正会員
　　　　　　　　　（正会員が団体の場合にはその構成員を含む場合がある）
　　　　　　　　・個人会員　
３．その他　　　本調査は今年度より調査方法をWeb方式に変更し、調査を行いました。

調査資料

令和５年度会員駐車場調査
一般社団法人全日本駐車協会

１．回答した会員数割合（エリア別）
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２．駐車場概要
⑴エリア別の箇所数・車室数

エリア別に見た箇所数は、昨年度
と同様の傾向（分布割合）にある
が、関東エリアが4ポイント減と
なったほか、東北、中部北陸、関
西、九州エリアが1ポイント増と
なっている。
回答を頂いた会員数が昨年度比12
減、箇所数は同比3,700の減とな
っているが、関東エリアの箇所数
が約3,200減（15％減）と大きく、4
ポイント減の要因となった。

エリア別に見た車室数も、昨年度
と同様の傾向（分布割合）にある
が、関東エリアが2ポイント増、
中部北陸エリアが2ポイント減と
なった以外は、変動はない。なお、
箇所数は3,700箇所減ったが、車
室数の合計は11万箇所強増えてい
る。
また、1箇所当たりの平均車室数
は次表の通りで、全国平均は昨年
度より3.6台増えており、東北と

中部北陸エリアを除く5エリアで増えている。変動が大きいのは、関東エリアの6.0台増、東
北エリアの5.2台減、中部北陸エリアの7.8台減である。但し、いずれのエリアも、回答を頂
いた会員の違いによる影響が大きいと考えられる。

【1箇所当たりの平均車室数】
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⑵事業用途別の会員数・車室数
事業用途別に見た会員数である
が、過去2年はほぼ三等分される
結果となったが、今回は時間貸し
メインが2ポイント増、月極メイ
ンが6ポイント増、時間貸・月極
が8ポイント減と、比率の変動が
見られた。但し、「用途を固定し
ていない」等の理由で「その他」
を100％と回答した会員は「時間
貸・月極」に分類していることに
留意が必要。

各会員の車室数に事業用途ごとの
比率を乗じて、事業用途別に車室
数を見ると、会員数で見た時と大
きく比率が変わり、「時間貸」が
78％（昨年度比3ポイント増）、「月
極」が22％（前年度比2％減）とな
った。これは、大規模に駐車場の
運営・管理を行っている会員（以
下「大規模会員」という）が「時
間貸」中心であるためである。

⑶法的分類（会員数）

� ※重複回答有
※割合は回答数（258）に対する比率

なお、「未回答」が4件あったため、回答合計は254件となっている。

昨年度比で、届出駐車場が8.0ポイントの増、付置義務駐車場が9.4ポイントの増と会員数
が大きく増えている。
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⑷構造・形式（会員数）

� ※重複回答有
� ※割合は回答数（258）に対する比率

多少の増減はあるが、各回答の割合は昨年度比で大きく変わっていない。

⑸事業形態別の会員数・箇所数
事業形態別に見た会員数は、「所
有・直営中心」が63％と3分の2近
くを占めている。なお、2ポイン
トの増減はあるものの、分布割合
は昨年度とほぼ同様である。

事業形態別に箇所数を見ると、会
員数で見た時と大きく比率が変わ
り、「受託・賃借中心」が91％（昨
年度比2ポイント減）と大半を占め
ている。これは、大規模会員が
「受託・賃借」中心であるためで
ある。
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⑹管理形態別の会員数・箇所数
管理形態別に見た会員数は、「有
人中心」が53％と過半を占めてい
るが、昨年度比で有人中心は7ポ
イントの減、無人中心は6ポイン
トの増となり、比率はほぼ3：2
（53％：38％）である。

各会員の箇所数に管理形態ごとの
比率を乗じて、管理形態別に箇所
数を見ると、会員数で見た時と大
きく比率が変わり、「無人」が89
％（前年度比3ポイント増）と大半
を占めている。これは、大規模会
員が「無人」中心であるためであ
る。
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３．各種取組み
［注］�「３．各種取組み」においては、月極駐車場では一般的に導入しないと考えられる取組み

（⑴、⑶～⑹、⑻、⑼）については、導入割合を計算する際に、月極駐車場の事業割合が
100％の会員数やその箇所数を除外している。

⑴バリアフリー対応

導入済会員数の割合については、「幅3.5ｍの車イス用スペース」が6.9ポイントの増、「動
線のバリアフリー対応」が5.7ポイントの増となっており、大きく伸びている。
また、導入済会員数の割合に比べて、箇所数ベースで見た導入割合は引き続き非常に低く、
十分な対応がなされていない現状は変わっていない。

⑵EV対応
　①導入状況

今年度は、普通充電器の選択肢を1つにまとめた（昨年度はポール型・スタンド型とコンセ
ント型に分けていた）。導入済会員数の割合については、急速充電器が昨年度比で0.7ポイ
ント増、普通充電器が1.9ポイント減少している。

　②今後のEV対応

「増やしていく、増やしている」という回答が4.3ポイント増加した一方、「変わらない、
方針未定」という回答が27.1ポイントも伸び、約85％を占める結果となった。これは、昨
年度は「回答なし」が多く（33.7％）、今年度は当該回答が減ったこともあるが、「変わら
ない、方針未定」の回答数自体が62件（156→219）も増えていることから、EV充電器の設
置について様子を見ている会員が多いという傾向が窺える。

※導入割合は箇所数ベース

※導入割合は箇所数ベース
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　③②の設問で「増やしていく」「増やしている」と答えた会員が増やす充電器

今年度は普通充電器の選択肢を1つにしたほか、「両方」という選択肢を追加した。昨年度
は「急速充電器」と「普通充電器」の比率が1：2（7：14）であったが、今年度は「両方」
の回答数を「急速」と「普通」それぞれに加算すると、その比率はほぼ45：55となり、急
速充電器を増やそうとする意向が高まっていると考えられる。

⑶料金対応

「上限最大時間の設定」が、会員数ベースで8.6ポイント増、箇所数ベースで15.7ポイント
増、「夜間料金の設定」の箇所数ベースが8.4ポイント増と大きく増えているのが今年度の
特徴である。
なお、「短時間料金無料」「変動制料金」「提携店舗割引対応」は、導入している会員数割
合よりも箇所数割合の方が数値がより低く、大規模会員が導入していない傾向にあること
は従来通りである。

※導入割合は箇所数ベース
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⑷キャッシュレス対応

※導入割合は箇所数ベース

「クレジットカード」「電子マネー」「QRコード」については、会員数ベースで6～8ポイン
トほど増加しており、導入が進んでいることが窺える。また、箇所数ベースでみても、「ク
レジットカード」が9.2ポイント増、「電子マネー」が11.9ポイント増、「QRコード」が32.9
ポイント増、「スマホ」が18.0ポイント増と大幅に増加している。
なお、会員数ベースの導入割合に比べて箇所数ベースの導入割合が高いのは、大規模会員
の導入が進んでいるためと考えられる。

いずれの項目も傾向としては昨年度と同様で、利用割合は「0～20％」が最も高いが、導
入している箇所が増えていることから、実数自体は伸びている。（例えば、クレカの20～
40％の実数は、昨年度：15　→　今年度：27）
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⑹予約駐車対応

自社、他社を問わず、会員数ベースの導入割合は昨年度比で2～3ポイントの増に留まるが、
箇所数ベースでの自社の導入割合は6.6ポイント伸びている。
なお、他社との提携については、導入している会員数割合に比べて箇所数割合が低くなっ
ているが、主として大規模会員の提携箇所数が限定的であることによる。

※導入割合は箇所数ベース

⑺自動二輪車対応

導入済会員数の実数、割合ともに若干減少し、依然として30％を切っている。
会員数ベースの導入割合に比べて箇所数ベースの導入割合がかなり低くなっているが、大
規模会員の導入割合が低いことによる。

※導入割合は箇所数ベース

⑻カーシェア対応等

「カーシェア」については、会員数ベースでは1.3ポイントの増であるが、箇所数ベースで
は5.9ポイントの増であり、導入箇所数が大きく伸びている。
また、「シェアサイクル」「電動キックボード」は会員数ベースで2～3ポイントの増である
が、箇所数ベースでは昨年同様ほぼ0％と導入割合は非常に低い。

※導入割合は箇所数ベース

⑸入出庫管理方式

今年度より導入割合を算出するときの分母から月極だけの会員数を除いたためか、割合自
体は全般的に増加しているが、会員数が減少している管理方式もある（回答した会員の違
いの可能性もある）。その中で「カメラ認証フラップレス」を導入している会員は昨年度
の16から今年度は22に増え、導入割合もほぼ2倍（5.9％→10.9％）となっている。
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⑼駐車場検索アプリ等対応
　①自社駐車場検索アプリ

自社の駐車場検索アプリを導入している会員はまだまだ多くはないが、4.6％ポイント増
加しており（実数では7会員増）、導入が進んでいるように見える。そのうち満空表示のあ
るアプリは、実数は2増（17→19）であるが、割合では14.6ポイント減少しており、満空表
示のない検索アプリの導入が増えたと考えられる。

　②外部の駐車場検索アプリの利用状況について

外部の駐車場検索アプリを利用している会員は4増（56→60）、割合で5.7ポイントの増と、
若干であるが導入が進んでいるといえる。

③利用している駐車場検索アプリ
昨年同様、多種多様な駐車場検索アプリが利用されていることが確認できた。大きく分け
ると次の通りで、昨年と同様の傾向であるが、AppleやGoogleなどの大手IT企業系アプリ
の回答が減っていることが特徴である。
①広範囲をカバーするアプリ（NAVITAIME、iPOSNET、akippa、等）　※Appleマップ、
Googleマップ、Yahoo!カーナビは回答数が減少
②地域系アプリ（S-PARK、横浜市内駐車場案内システム、天神パーキングドットネット、
名古屋パーキングナビ、等）
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■ 駐車場を再考する：多様なニーズを受け止める駐車場へ
日本大学理工学部土木工学科　教授　大沢　昌玄

駐車場コラム

１．私の駐車場はじめ

私は自動車が大好きだ。今でも、時間があれば自動車のカタログや雑誌を見て、さらに時間
が許せば、ドライブを楽しんでいる。ドライブを楽しむということは、走行するということで
あるが、実際のところほとんどの時間、愛車は駐車場に停まっている（この執筆時も愛車の稼
働は1週間に1回で60分くらいである）。私は当初、自動車の走行空間である道路については高
い関心を持っていたが、駐車場についてはあまりにも日常的な存在であったため、実務的にも
学術的にも考えたことはなかった。私が駐車場について意識し学術的に考えることとなったの
は、社会に出たのち、縁あって大学に戻ることとなった際に受けた東京大学名誉教授の新谷洋
二先生の講義であった。学部卒であった私は、大学院の授業を聴いたことがなかったため、新
谷先生の講義をカバン持ちとして聴いていた。その講義は都市交通計画に関する内容であり、
その中で先生は駐車場について語られ、駐車場が交通や土地利用に資する役割を説かれてい
た。さらに、駐車場を取り巻く組織の複雑さ（都市、道路、住宅、警察など）についても、先生
が関わられた実践的な駐車場施策を基に講義されていた。私はその時、「駐車場とは何と深す
ぎるんだ！実は都市と交通の要であり、駐車場が問題の根源にあるのではないか！」と思い、
その後駐車場に関する論文等を読み漁った。今では、行く先々の駐車場を見ては写真を撮り（旅
先や買い物先でも駐車場を写真に撮るので、家族からは変に思われている）、都市と交通の観
点から駐車場について自分なりに考えるようになった。そして、自治体のまちづくりに関する
委員会に参加する機会を得た際には、歩行者優先の道路空間を形成しようとしても、実は附置
義務制度があるため駐車場をつくる必要があること、そのため駐車場の配置が大きな影響を及
ぼすということに触れ、それ以降実務的にも駐車場に関わるようになった。

２．駐車場を考える視点：3D+MG

駐車場を考える視点について、3D+MGというキーワードを以下に示す。駐車場は、交通と
土地利用の双方からアプローチを行う必要がある。
Density（密度）：駐車場が溢れている都市は、魅力的であるか？

駐車場は自動車の普及とともに整備されてきているが、密度の観点から駐車台数の適正化に
ついても考える必要がある。日本における駐車場密度は業務核都市で60台/ha程度、ニュータ
ウンセンター地区では100台/ha程度であるが、自動車社会が進展している米国では200台/ha
以上である。過度の駐車場整備は、土地利用の多くを駐車場が占めることとなり、道路率も加
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えると、土地利用の半分以上を自動車目的の土地利用（舗装されている土地利用）が占める状況
となってしまう。舗装面積が多いことは、ヒートアイランドなど環境面からも望ましくない。
土地利用の観点からも、適切な駐車場密度を追求する必要がある。
Disposition（配置）：駐車場により街並みが分断されてしまう都市は、魅力的であるか？

自動車中心から人中心の空間に転換し、居心地が良く歩きたくなる空間づくりが求められて
いる。そのようなウォーカブルの観点からも、駐車場の配置は重要となる。歩行者優先の空間
では、駐車場出入り口の設置の制限を行うことも必要である。その意味では、これまでの敷地
に対する駐車場（建築物附置駐車場）の設置から、地区全体で駐車場の配置のあり方を考えるこ
とが求められる。集約と隔地の概念を用いることが肝要となる。
Design（デザイン）：魅力的な駐車場をつくってきたか？

近年では、ディテールにこだわったデザインや緑化が施された駐車場もあるが、自動車は優
れたデザインを追求しているのに対し、デザインを重視した魅力的な駐車場を展開してきたか
については検証が必要である。自動車の駐車という機能を重視するあまり、施設のデザインに
ついて考えたのか、また内部景観としても外部景観としても魅力的であったのか、真剣に考え
る必要がある。海外事例を見ると、ショールームのような駐車場が中心市街地にあり、注視し
ないと駐車場とはわからないものもある。良い意味でまちに溶け込んでいる。単に自動車を駐
停車する施設ではなく、デザインの優れた駐車場にすることで、まち全体のデザインを向上さ
せる。まちのデザインを牽引するような駐車場づくりを模索したい。
Management（マネジメント）：利用されていない駐車場ほど虚しいものはない！

1957年に駐車場法が制定され、都心部では駐車場法に基づく建築物への附置義務制度などに
より多くの駐車場が積極的に整備されてきた。空港附帯の駐車場など駐車場が不足している状
況も引き続き確認できる一方で、今では大都市ターミナル駅周辺を中心に、駐車場供給量が駐
車需要を上回り、駐車場の余剰が確認されている。そのため、駐車需要に対応した駐車場供給
量を適宜見直し、一般車駐車マスを荷捌き車両駐車マスや移動制約者駐車マス、そして新たな
モビリティの駐車スペースに転換するなど、マネジメントを行うことが求められる。今ある駐
車場に関する計画について、定期的にメンテナンスする必要がある。
Good Use（利活用）：駐車場は、まちに開かれた存在であるか？

駐車場は、まちの中にあるまとまった空間でもある。平時は駐車場として使用し、イベント
時には地域に開放して人々のアクティビティを展開する場所として一時的に利用することも考
えられる。また、路上駐車場をパークレットとして活用することも駐車場の有効活用である。
さらに、駐車場は災害時の避難場所や活動場所ともなる。特に、立体式駐車場は位置的に高く
なることから、浸水時の避難場所としても活用できる。事実、立体駐車場所有者と地元自治体
で協定を締結し、災害時の避難場所としての位置づけも行われている。今までの駐車場は、自
動車利用に特化していたかもしれないが、これからはまちに開かれた場として活用するという
観点も重要である。
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３．駐車場も大きな変革期：次の100年の駐車場を考える

現在、自動車は電動化や自動運転など100年に一度の大きな変革期を迎えている。それを踏
まえると、駐車場も大きな変革期を迎えることとなる。電動化においては、駐車場に停めてい
る間に充電することとなり、今までになかった設備が必要となってくる。自動運転のレベルが
上がりレベル4、レベル5と言われるような完全自動運転が実現化されれば、安心で安全な場所
で人は乗り降りすることとなる。駐車マスでの乗降がなくなることから、駐車容量は増える。
乗降場が駐車場内に設置されることとなり、駐車場内の空間の再配分が行われることとなる。
まちづくりにおいて、これまで「駐車場は後から考える」ことが多かったかもしれないが、

これからは「駐車場から先に考える」ことが必須となる。駐車場に関する法体系は実は複雑で
あり、さらに対象範囲に限定があるなど、奥が深い。歴史的地区や観光地といった自動車交通
が輻輳するエリアでの駐車場施策の展開も絶対的に必要である。そのためには、駐車場に関す
る全体を俯瞰するような基本法、もしくは基本方針があった方がよい。駐車場法の目的に「都
市における自動車の駐車のための施設の整備」とあるが、これからは都市という限定ではなく
全国を対象とし、「道路交通の円滑化を図る」に「まちづくりに寄与する」という考え方を加え、
多様なニーズを受け止める駐車場展開について再考することが大切ではないだろうか。
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「電動車の普及に向けた充電インフラに関する取組
� ～2030年30万口設置に向けて～」

経済産業省製造産業局自動車課
小林　克洋、高山　大地

情報発信「アンテナ」（第18回）

１　電動車の普及に向けた充電インフラの位置づけ

我が国では2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、「2035年までに、乗用車新車販売
で電動車（電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動
車）100％」という目標を掲げています。
こうした目標を設定している中で、特に電気自動車とプラグインハイブリッド自動車につい

ては、充電インフラの整備が不可欠であり、車の普及と両輪で進めていくことが重要です。
今回、充電インフラを巡る動きをご紹介したいと思います。

２　充電インフラの基本情報

充電器の種類には、大きく分けて「急速充電器」と「普通充電器」があります。
まず、「急速充電器」の特徴は、短時間での充電ができることです。電気が入るスピードが

速い分、充電時間が短くて済みますが、設置費用や電気料金の基本料金などの維持・固定費用
が高い傾向にあります。短い滞在時間を想定している、高速道路のSA（サービスエリア）・PA
（パーキングエリア）やSS（サービスステーション）等への設置が主に想定されています。
次に、「普通充電器」の特徴は、長時間（数時間～半日）をかけての充電を想定していること

です。その代わり、設置費用や維持・固定費用は、急速充電器と比較すると安くなります。長
い滞在時間が想定される、自宅や商業施設・ホテル等への設置が想定されます。
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また、場所ごとの分類として、「基礎充電」「経路充電」「目的地充電」があります。
「基礎充電」は、主に自宅やマンションが挙げられます。車が止まっている時間が長いため、
コンセント等の普通充電器で自宅にいるうちに充電をするという形が主に想定されます。
「経路充電」は、例えば遠出をする際に、電欠防止の観点からその途中に立ち寄って継ぎ足
し充電を行うものです。休憩等で短時間立ち寄る場所（高速道路のSA・PAやコンビニ等）が想
定され、充電はスピードが求められるため、急速充電器の設置がメインとなります。
最後に「目的地充電」は、出かけた先で用事を行っている間に充電することを想定していま

す。例えば商業施設であれば、2～3時間の買い物をしている間に充電、宿泊施設であれば宿泊
している夜間に充電するといったものです。目的地充電は、どのくらいの滞在時間が想定され
ているかにもよりますので、急速充電器、普通充電器いずれも想定されます。

３　充電インフラを巡る経緯・現状

次のグラフにありますとおり、2013年3月と2023年3月を比較しますと、充電器の設置数は増
加して、令和5年3月末時点で約3万基（口）となっています。最近では、増加幅が緩やかになっ
てきていますが、過去に設置された充電器が更新の時期を迎え、稼働状況を踏まえて撤去され
るケースも出てきていることが原因の一つと考えられています。
一方で、充電器設置に関しては各事業者から野心的な設置目標が発表されており、今後、投

資が積極的に行われていくものと考えています。政府としては、充電器設置に関する補助金を
設けており、令和4年度に65億円、令和5年度にはその約3倍の175億円の予算を措置しましたが、
いずれも予算を超える補助金申請が各事業者等からあり、このことからも、今後も積極的な投
資が行われていく見込みであることがお分かりいただけると思います。
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４　充電インフラ整備促進に向けた指針の策定

このような現状を踏まえつつ、利便性が高く持続可能な充電インフラ社会の構築を目指し
て、ガソリン車とは異なるEVの使い方を踏まえた急速充電・普通充電に求められる役割、設
置場所ごとの課題や充電ビジネスの自立化に向けた課題等について、関係者間で見通しを共有
し、課題解決に向けて講じていく措置を明確化することを目的として、2023年6月～8月にかけ
て「充電インフラ整備促進に関する検討会」を開催し、充電事業者、自動車関係業界団体、自
治体等を交えて議論を行いました。
当検討会での議論やその後実施したパブリックコメントを踏まえ、2023年10月に「充電イン

フラ整備促進に向けた指針」を策定しました。

５　充電インフラに係る取組（指針として盛り込んだ内容）

今後は、「充電インフラ整備促進に向けた指針」の内容に沿って、関係団体の協力もいただ
きながら取組を進めていくこととしています。
指針においては合計18の論点を盛り込んでいますが、ここでは駐車場関係者の皆様に特に関

係のある部分を抜粋してご紹介したいと思います。（ここでご紹介し切れないものについては、
ぜひ指針本体をご覧ください。）

■整備に向けた基本的な理念や整備目標

これまでは「公共用の急速充電器3万基を含む充電イン
フラ15万基設置」という目標のもとで、約3万基の整備を
進めてきました。
これまでの整備を進める上では、国内外での電動車の普

及、充電インフラの整備に向けた動きが具体化する中で、
様々な課題が見えてきました。こうした課題に対応できる
よう、まずは充電インフラ整備促進に当たっての3原則を
指針において定めました。それは、①ユーザーの利便性の
向上、②充電事業の自立化・高度化、③社会全体の負担の
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軽減、というものです。
「①ユーザーの利便性の向上」については、車両の性能や使い方を考慮しながら、ユーザーの
利便性を向上するというもので、高出力化、設置目安の具体化等を図っていくことを想定して
います。
また「②充電事業の自立化・高度化」では、充電事業の自立化・高度化を図るため、コスト

を低減するとともに、サービスの高度化を図ることを想定しています。
そして「③社会全体の負担の低減」は、充電インフラの整備や運用に伴う公的負担や電力シ

ステムへの負担を低減していくため、公共性を考慮しながら、効果的、効率的な整備を進める
というものです。
以上の3原則に基づいて、指針全体としての整備目標を次のとおり設定しました。

・�2030年に向けて整備を目指す充電器の口数を、従来の15万基から倍増し、公共用の急速充電
器3万口を含む充電インフラ30万口の整備を目指す。

・�急速充電の平均出力を現在の約40kWから80kWまで倍増させること等を通じて、充電器全
体の総出力について現在の10倍に相当する約400万kWを確保することを目指す。
まず、充電インフラの設置目標数は電動車普及の見通しや自治体・企業等における整備方針

を踏まえて倍増することとしました。また総出力を現在の10倍にするという目標は、利用者の
利便性を確保する点から充電器の高出力化も重要であるという考え方に基づいています。
なお、皆様からは度々、目標が「15万基」から「30万口」となり「基」から「口」に変わっ

たのはなぜかというご質問をいただきます。これは、当初充電器が「1基＝1口」を前提とした
ものでしたが、最近では「1基＝複数口」という充電器も登場しており、より実態に合わせ、
実際に充電が可能な数として把握できるものに改めたというものです。

■設置場所ごとの課題（公共用目的地充電）

目的地充電として設置する公共用の普通充電器は、滞在時間に合わせた低コストでの充電が
可能であり、充電器が設置されていないマンション等の基礎充電がない場合や経路充電の機能
を一部補うことが役割として期待されます。
他方、設置費用が急速充電器と比較すると安価であり導入もしやすいですが、稼働率が低い

場所に設置された場合、事業が継続されず放置される充電器が生じる可能性もあります。その
ため、設置後の稼働率も意識しながら、滞在時間が長い施設や基礎充電の代替利用が見込まれ
るなど当該設置場所の特性を踏まえて設置を行うことが重要です。その際、特性を踏まえて短
時間での充電が求められる場合は急速充電器を整備することが望ましいです。

■設置場所ごとの課題（集合住宅等における基礎充電）

社会的コストを踏まえると、まずは基礎充電ができる環境をつくることが重要です。（基礎
充電で補えない部分を経路充電や目的地充電といった街中の公共用充電器を整備することにな
ります。）そのため、充電器が整備された集合住宅を増やすことが必要です。
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他方、特に既築集合住宅については管理組合の合意形成が必要などの課題や機械式駐車場は
設置可能なものが限定的かつ設置コストが高額になるといった課題があります。政府としては
補助金を通じた支援や新築の集合住宅を供給する事業者が積極的な設置を行うよう、既築に設
置する場合と比較して新築に設置する場合の方がコストメリットがある等の周知も含めて、要
請文の発出を行うこととしています。

■ユニバーサルデザイン・バリアフリー

公共施設や駐車場そのものにおいては、現在もバリアフリー化が進んでいると思いますが、
今後、電動車が普及するにつれて、充電インフラも誰もが使いやすくなるよう、ユニバーサル
デザイン（UD）・バリアフリー化されていくことが求められます。
例えば車椅子利用者が充電する場合を考えますと、車から乗り降りするためのスペースも必

要ですし、充電器がある場所まで車椅子で進めるよう、段差の解消や防護柱の十分な幅が必要
となります。また充電器にアクセスできたとしても、充電器の操作パネルに手が届かなかった
り、液晶パネルが高すぎて文字が読めなかったりすると、充電を行えません。
こうした充電器特有の課題があり、UD・バリアフリー化は、充電インフラを設置する事業

者はもちろんのこと、施設管理者側の協力も欠かせないという難しさがあります。
こうした課題に対しては、経済産業省・国土交通省が連携して、UD・バリアフリーに関す

るガイドラインを策定する予定で、現在、障害当事者団体等、関係者の意見を聴取しながら策
定作業を進めています。（今回、国土交通省総合政策局からも寄稿が別途されると伺っていま
す。充電インフラのUD・バリアフリー化につきましても国土交通省と連携して取組を進めて
いくこととしています。）

■補助金・公的支援

これまで政府では、充電インフラを設置する際の機器購入費、工事費を補助する事業を行っ
てきました。令和4年度補正・令和5年度当初事業においては、元々先着順で申請を受け付けて
いましたが、想定を超える設置需要があり、9月末までの受付期間としていたところ、7月に予
算上限に達し、一時受付終了となりました。
その後も積極的な投資が見込まれる中で、限られた予算を活用して、効率的に充電器の整備

を進めていくことが必要であり、令和4年度補正・令和5年度当初事業において「予備分」とし
て残していた30億円分の執行については、元々の先着順での受付ではなく、補助対象の限定や、
充電出力当たり補助金申請額等を基準とした執行の仕組みを導入しました。
具体的には、普通充電器（基礎充電・目的地充電）においては、1申請における口数に上限を

設け、また区分ごとに、費用対効果の高い案件等（kW当たり補助金申請額（円/kW）の低いも
の）から受付案件を決定する仕組みを導入しました。
これにより、限られた予算をより広く活用できることや、また、より高い出力で低コストの

設置を行っていただけるよう、事業者の取組を促すということも期待していました。結果とし
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て、基礎充電、目的地充電いずれの区分においても、当初の先着順での募集分よりも補助金申
請額の低下が見られ、一定の効果があったものと考えています。
一方で、この仕組みを今後全く同じやり方で続けていくというものではなく、これまでの申

請や内容を踏まえて見えてきた課題に対応しながら、今後も補助制度を不断に見直していく必
要があると考えています。

６　終わりに

充電インフラ設置に当たっては、UD・バリアフリーに代表されますように、施設管理者側
のご協力が必要となる場面も多くあります。駐車場関係の皆様にも、この度策定しました指針
の趣旨をぜひ知っていただき、ご協力をいただけますと幸いです。

【参考】充電インフラ整備指針
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/charging_infrastructure/20231018_report.html
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「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用の推進について」
国土交通省総合政策局バリアフリー政策課

課長補佐　西村　紘明

１．はじめに

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下、「バリアフリー法」という。）
において、新設等を行う一定の施設等について、移動等円滑化基準への適合義務が課せられ、
車椅子使用者が円滑に利用できる駐車施設（以下、「車椅子使用者用駐車施設」）を設置すること
が求められている。以下の表1のとおり、車椅子使用者用駐車施設の設置が義務付けられてお
り、設置に関する基準はバリアフリー法に基づく政省令に定められているほか、車椅子使用者
用駐車施設等の整備に関する指針が各施設毎のガイドライン等において示されており、具体的
には表2の様な設置基準等となっている。
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また、図1の通り、令和2年のバリアフリー法改正により、車椅子使用者用駐車施設を含む高
齢者障害者等用施設等について、国民に対しては適正利用の努力義務が、公共交通事業者等の
施設設置管理者に対しては適正利用等に必要な広報・啓発活動等の努力義務が、それぞれ課せ
られている。加えて、バリアフリー法に基づく基本方針においても、施設設置管理者等の役割
として、高齢者障害者等用施設等の適正利用に関する基本的な考え方を職員等に対し周知・教
育訓練を行うとともに、一般の利用者への「心のバリアフリー」を推進するための広報・普及
啓発活動等により、車椅子使用者用駐車施設の利用について配慮を促すことが求められてい
る。また、国民の役割として、車椅子使用者その他障害者等を除き、当該施設の利用を控え、
適正な配慮をすることが求められている。このような背景を踏まえ、国としてはこれまで、車
椅子使用者用駐車施設を含む高齢者障害者等用施設等の適正利用に関する普及啓発に取り組ん
できたところ。

しかし、こうした共生社会における移動環境を確保するための基本的インフラの一つとなっ
ている車椅子使用者用駐車施設に、本来であれば必要がない人が駐車すること等により、真に
必要な人が利用できない状況も見られ、その適性利用のあり方等について課題が指摘されてい
る。例えば、図2のとおり、国土交通行政インターネットモニターのアンケートによれば、車
椅子使用者用駐車施設に駐車したことのある者のうち一定割合の者が、「急いでいたから」、「一
般利用者用が空いていなかったから」及び「出入口に近くて便利だから」という理由から、本
来であれば必要がない者であるにも関わらず、車椅子使用者用駐車施設を使用している可能性
が示されている。

図１　高齢者障害者等用施設等の適正利用に係る普及啓発
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そこで、共生社会における移動環境を確保するための基本的なインフラの一つとなっている
車椅子使用者用駐車施設等の適正利用について、ハード・ソフトの両面から今後の施策のあり
方について検討するため、令和3年度に、「車椅子使用者用駐車施設等のあり方に関する検討会」
を開催し、中間整理をとりまとめたところ。当該中間整理を踏まえ、令和4年度において、車
椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関しソフト面での対応を検討すべく、車椅子使用者以外
の者も含めた様々な障害者団体、事業者団体、駐車場関係団体、地方公共団体等との意見交換
を経て、「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン作成に係る検討会」を
開催し、地方公共団体、施設設置管理者等及び国民における理解の増進と協力の確保等を図る
ために望ましい考え方を、令和5年3月にガイドラインとしてとりまとめた。本稿では、ガイド
ラインにおける考え方を示す。

２．車椅子使用者用駐車施設の利用対象者の明確化

バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準等において、車椅子使用者用駐車施設を示す表示
として用いられる国際シンボルマーク（車椅子マーク）については、図3のとおり、車椅子使用
者だけを意味するものではなく、全ての障害者を意味することとされており、諸外国において

図２　車椅子使用者用駐車施設の適正利用に関する調査結果

図３　国際シンボルマークと米国の事例

は、国際シンボル
マークが表示され
ている駐車区画の
利用対象者につい
て、一定の要件を
満たす障害者等が
広く利用対象とさ
れている。
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バリアフリー法に規定する高齢者障害者等用施設等として、国民に対し適正利用の努力義務
が課せられている車椅子使用者用駐車施設について、同法に基づく基本方針では、「車椅子使
用者その他障害者等」を除き、当該施設の利用を控える等の適正な配慮を行うことが、国民の
役割として定められている。
一方、バリアフリー法令では「車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設」とし

て「車椅子使用者用駐車施設」と規定し、車椅子使用者の「円滑な利用」環境が前提とされて
いること、また、3.5m以上の幅員が確保できていなければ車椅子使用者は乗降ができないこ
と等から、広い幅がないと乗降が不可能な車椅子使用者と広い幅があればより容易に乗降でき
る利用対象者とでは、その必要性に大きな差があること等に留意することが重要である。この
ため、車椅子使用者用駐車施設の不適正利用が依然として一定程度指摘される場合もあり、ま
た、車椅子使用者以外の多様な高齢者、障害者等が車椅子使用者用駐車施設を利用することで
車椅子使用者用駐車施設への利用集中も指摘される場合もあること等から、そのように車椅子
使用者の円滑な利用環境が阻害されている場合には、地域の実情や施設の利用状況等も踏まえ
つつ、施設設置管理者等において、図4の通り、「車椅子使用者用駐車施設」の利用対象者を「車
椅子使用者」と明確化することが望ましいことを、ガイドラインにおいて示している。

図４　車椅子使用者用駐車施設の利用対象者を明確化している事例

３．「車椅子使用者用駐車施設」とは別に設ける「優先駐車区画」

上記2の考え方を踏まえつつ、地域の実情や施設の利用状況等に応じ、「車椅子使用者用駐車
施設」の利用対象者を「車椅子使用者」と明確化した上で、必ずしも広い幅員は必要ないもの
の、駐車区画の位置等に関し移動に配慮が必要な者もいることから、そのような者への駐車区
画を設ける場合には、図5の通り、「車椅子使用者用駐車施設」とは別に「優先駐車区画」とし
て位置づけ、ダブルスペース方式による運用が望ましいことを、ガイドラインで示している。
一方、各地方公共団体において、公共施設や商業施設等の様々な施設に設置されている駐車

施設の利用対象者に利用証を交付し、適正利用を促す制度（現時点で42府県において導入）が導
入されている。地方公共団体の当該制度運用においても、施設設置管理者等の協力を得て、車
椅子使用者以外に移動に配慮が必要な者を対象として運用する場合には、ダブルスペース方式
を導入することも望まれることについて、ガイドラインで示している。
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図５　複数種類の駐車区画を運用する場合のイメージと地方公共団体の利用証の例

４．おわりに

「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン」には、誌面の制約上本稿で
紹介できなかった様々な駐車区画確保の取組や不適正利用対策の取組等が示してあるため、地
方公共団体、施設設置管理者等及び国民においては、当該ガイドラインを参考としつつ、また、
バリアフリー法令等の関係法令等に則り、引き続き、車椅子使用者用駐車施設等の適正利用が
推進されることが期待される。

【参考】車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001598228.pdf
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高崎駐車場協会は、昭和38年5月に前身団体として「高崎駐車場組合」が組織され、駐車料
金や使用料の協定、損害補償の支払い協定、施設管理サービスの調査研究、組合員相互の親睦
等を行い、組合員相互の連絡協調の下に駐車場経営の合理化と進歩向上を図ることを目的とし
て活動を開始しました。
昭和50年には、時間貸し駐車を主たる経営とする組織内の一般有料部会を「高崎駐車協会」

とし、全国に先駆けて整備された駐車場案内システムに対応するとともに、高崎商店街連盟共
通無料駐車券加盟駐車場として、中心市街地の発展に寄与してまいりました。また、この年に
は全日本駐車協会にも加盟いたしました。
平成9年には、「高崎駐車場組合」と「高崎駐車協会」を統合し、「高崎駐車場協会」として

現在の体制に至っております。統合当時の会員数は、85駐車場で総駐車枠5,332台を有しました。
現在は、再開発等による中心市街地の土地の高度利用化で平面駐車場の減少、駐車場事業者

の高齢化や後継者不在による廃業のほか、コインパークの進出等で多くの会員が退会となり、
令和5年の会員数21駐車場、賛助会員5名、総駐車枠2,251台となっております。
駐車場事業者のみならず、商店街でも閉店が相次ぎ、平成23年には高崎商店街連盟共通無料

駐車券の制度も廃止されました。このような危機的状況の中、平成28年には高崎駐車場協会の
解散に向けた検討が浮上しました。
この高崎駐車場協会の危機に当たり、高崎市や高崎商工会議所、さらには全日本駐車協会か

らも強く存続検討の依頼があり、会員からも「今後開業する大規模集客施設への対応の情報共
有や個々の駐車場でのトラブル対処法の協議等は協会があってこそできるもの」や、「解散し
ては二度と組織は作れない、協会を再構築して存続してほしい」等のご意見や励ましを頂きま
した。そして新たに役員等に参加していただく協会員を募り、新体制の整備を行い現在に至っ
ています。
現在の高崎駐車場協会は、会員相互の協調のもとに親睦・駐車場運営の健全な発展と都市交

通の円滑化を図り、交通行政及び市街地の活性化に寄与することを目的とし、関係官公庁・団
体との相互協力、駐車または交通問題に関し、関係官公庁の施策に会員の総意を反映せしめる
提言、全日本駐車協会との情報交換や研修を行っております。また、かねてより加盟している
高崎商工会議所の運輸交通部会、実業組合連合会等にも名を連らね地域の発展に協力しており
ます。

■　�高崎駐車場協会の紹介
高崎駐車場協会　事務局　大谷　貞文

各地駐車協会だより
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高崎市は、こんなまち

高崎市は、広大な関東平野の北端に位置する、群馬県
を代表する都市です。市の人口は約37万人。市内を走る
高速道路は、関越自動車道・上信越自動車道・北関東自
動車道があり、新幹線も上越新幹線・北陸新幹線を有す
る北関東の交通の要衝で、地元の上毛かるたでも「関東
と信越つなぐ高崎市」①と詠われています。

また、高崎市と言えば、生産数全国シェアの8割以上を誇る「縁起だるま」②、標高190mの
丘陵に高さ41.8メートルの「白衣大観音」③が有名です。ほかにも2017年にユネスコ世界の記
憶に登録された、日本最古の石碑「上野（こうづけ）三碑」④があります。これは、西暦681年
～726年に建立されたもので、当時を記した貴重なものであります。

③白衣大観音 ④上野（こうづけ）三碑

①関東と信越つなぐ高崎市

「音楽のまち高崎」とも言いまして、昭和36年に当時の市民から多くの寄付を受け「群馬音
楽センター」⑤が竣工し、東洋一の音楽ホールと自負していました。この施設は、映画「ここ
に泉あり」（昭和30年公開・主演：岸恵子）のモデルとなった群馬交響楽団の本拠地としても有
名です。竣工から60年以上が経ち、施設も老朽化し、音楽の中心拠点は令和元年開館のより近
代的設備を備えた「高崎芸術劇場」⑥へと移りましたが、「群馬音楽センター」は、建築的に
も秀逸で、今でも建築を志す学生の見学希望が多いようです。

②縁起だるま

⑤群馬音楽センター ⑥高崎芸術劇場
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高崎市でグルメと言えば「パスタ」です。元来、小麦の生産高が全国有数の群馬県はうどん
を多く食する習慣があったようで、昭和43年に市内初のイタリア料理店の開店を皮切りに多く
のパスタ店が出店し市民権を得て、人口割合で全国1位になっているそうです。平成21年から
「キングオブパスタ」が毎年秋に開催され、実際にパスタを食べて人気投票でその年のキング
を決めています。
このため、各店舗は創意工夫で味を極め、他では味わうことのできないパスタとなっていま

す。
ここまで、乱文にお付き合いいただきありがとうございます。高崎をまだまだ紹介しきれま

せんが、ご興味のある方はこちらのURL（http://www.takasaki-kankoukyoukai.or.jp/sightseei
ng/food.php）または、（https://tokyo2020-summer.themedia.jp/posts/3190765/）をご覧くださ
い。
最後に、今後とも高崎駐車場協会をよろしくお願いいたします。
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●本　　　　　社

●

●

●

●営 業 本 部

●大阪営業所

●

●仙台営業所

●湘南事業所 鎌倉市山崎６６２ - ２

●福岡営業所 福岡市博多区中呉服町３ - １０
　　　　　　　　　 勝冶呉服町ビル

● 京都大田区羽田空港 3-3-2 

●
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2018年4月1日に、会員の皆さま向けに駐車場管理のリスクに対応した団体保険制度「団体パ
ーキング保険」を創設して以来、契約数が順調に推移すると共に、ご加入者さまからは高いご
評価をいただいております。

この保険は、当協会を保険契約者とする団体保険であり、保険料メリット（団体割引、安全
対策割引、規模割引）や業界初となる「放置車両対策保険」など、当協会会員のみを対象とし
た商品となっております。

つきましては、皆さまの駐車場の更なる安全対策の向上に向け、本保険へのご加入を是非ご
検討くださいますよう、ご案内申し上げます。
募 集 開 始：令和6年2月1日（木）

保険期間開始：令和6年4月1日（月）（＊）

（＊）令和6年3月15日（金）が申込締切日となりますが、毎月中途加入も可能です。

 ご契約（ご加入）にあたって　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当協会のホームページに2024年度版パンフレットを掲載しております。トップページ右側に

ある団体パーキング保険のバナーをクリックしてご覧ください。
尚、ご不明な点は下記にお問合せください。
＜お問合せ先＞　一般社団法人全日本駐車協会　☎03-3528-8305　中村

■　�2024年度　団体パーキング保険募集開始について
～２月１日（木）より開始～

事務局では皆様から「PARKING　NOW」に掲載する情報の提供を募集しています。
以下の様な駐車場に係る情報がございましたら、是非ご連絡をお願いします。
・新規開場した駐車場や既存駐車場リニューアル事例等会員に参考になる情報
・駐車場に関連する各種トピックス
・駐車場を取り巻く自治体の動き
など

《連絡先》
一般社団法人全日本駐車協会　☎　03-3528-8305
　　　　　　　　　　　　　　e-mail : info@japan-pa.com

「PARKING　NOW」掲載情報提供のお願い
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PARKING  IN  TOKYO
一般社団法人東京駐車協会

■　�一般社団法人東京駐車協会定例理事会報告
理事会が下記の通り開催されました。

「第4回定例理事会」
開催日：令和5年11月28日（火）16時～16時42分
場　所：日本工業倶楽部会館5階第6会議室
議　題：報告事項
　　　　１．会員異動について
　　　　２．令和5年度上半期予算執行状況について
　　　　３．各種活動報告及び今後の予定について
　　　　４．令和6年春季駐車場研修会について
　　　　５．（一社）全日本駐車協会関係事項について
　　　　６．代表理事・業務執行理事の職務執行状況報告
　　　　７．その他

■　�令和6年度第1回定例理事会のご案内
□日　　　時　令和6年4月16日（火）12時～（予定）
□場　　　所　日本工業倶楽部会館（予定）

■　�令和6年度第2回定例理事会のご案内
□日　　　時　令和6年5月15日（水）15時30分～（予定）
□場　　　所　日本工業倶楽部会館（予定）

■　�令和6年度第3回定例理事会のご案内
□日　　　時　　令和6年9月10日（火）12時～（予定）
□場　　　所　　日本工業倶楽部会館（予定）

■　�令和6年第57回定期総会のご案内
当協会では、令和6年第57回定期総会を開催いたします。
詳細が固まり次第、追ってご案内いたしますので、ご予定ください。
□日　　時　令和6年5月15日（水）16時～17時（予定）
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■　�諸会議等報告
○その他の会議等が下記の通り開催されました。

＜警視庁　交通部＞
・第41回東京都駐車対策協議会
　令和5年12月8日（金）警視庁新橋庁舎1階大会議室
＜大手町・丸の内・有楽町地区地域ルール策定協議会＞
・大手町・丸の内・有楽町地区　地域ルール運営委員会（第76回）
　令和5年11月30日（木）オンライン出席
・第21回総会・第21回理事会
　令和5年12月13日（水）3×3Lab Futureサロン

■　�駐車場案内標識新設報告
令和5年9月
・東京都港区
　虎ノ門ヒルズステーションタワー駐車場
　反射式駐車場名入り　4基（設置者：森ビル㈱）

� 以上
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― 事務局だより ―

□日　　　時　令和5年11月10日（金）　12時～18時
□場　　　所　日本工業倶楽部会館4階第4会議室
□議　　　題　１．令和5年度役員及び委員会委員の構成について
　　　　　　　２．各種活動報告並びに今後の予定について
　　　　　　　３．令和5年度収支予算（上半期）執行状況について
　　　　　　　４．委員会報告について
　　　　　　　５．その他
　　　　　　　６．各地駐車協会報告
□見　学　会　�八重洲地下駐車場、東京ミッドタウン八重洲・
　　　　　　　バスターミナル東京八重洲を視察
□意見交換会　FLOWS GRIL | BAR 東京ミッドタウン八重洲店

■　�令和5年事務局長会議報告

□日　　　時　令和6年4月12日（金）　12時～（予定）
□場　　　所　日本工業倶楽部会館（予定）

■　�令和6年度第1回理事会のご案内

■　�令和6年度第2回理事会のご案内

□日　　　時　令和6年6月12日（水）　15時～（予定）
□場　　　所　日本工業倶楽部会館（予定）

■　�令和6年第63回通常総会のご案内

当協会では、令和6年第63回通常総会を開催いたします。
詳細が固まり次第、追ってご案内いたしますので、ご予定ください。
□日　　　時　令和6年6月12日（水）　15時30分～19時30分（予定）
□場　　　所　日本工業倶楽部会館（予定）
※通常総会終了後に講演会、懇親会を予定しています。
※翌6月13日（木）～14日（金）に宇都宮方面の見学会を予定しております。
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■　�令和6年新春駐車場研修会のご案内

当協会では、当協会、（一社）日本パーキングビジネス協会、（公社）立体駐車場工業会、（一社）
日本自走式駐車場工業会の4団体共催にて、令和6年新春駐車場研修会を開催いたします。
□日　　　時　令和6年2月2日（金）　13時30分～16時15分（予定）
□場　　　所　オンライン研修
□講　　　演　１．｢駐車場施策の最近の動向」
　　　　　　　　　講師：国土交通省　都市局　街路交通施設課　企画専門官　

� 鶴岡陽一郎　様
　　　　　　　２．「厚木市駐車場火災について」
　　　　　　　　　講師：消防庁予防課　設備専門官（併）理事官　� 明田大吾　様
　　　　　　　３．「電動車（EV・FCV）を含む近年の自動車の延焼性について」
　　　　　　　　　講師：一般財団法人日本自動車研究所（JARI）環境研究部
　　　　　　　　　　　　電動車標準化グループ　主席研究員� 田村陽介　様
　　　　　　　４．「ボッシュのAutomated Valet Parking の取り組み」
　　　　　　　　　講師：ボッシュ株式会社　
　　　　　　　　　　　　クロスドメインコンピューティングソリューション事業部
　　　　　　　　　　　　ドライバーエクスペリエンス部門テクノロジー・サービス開発部
　　　　　　　　　　　　セクション・マネージャー� 澤田誠　様　町田修宏　様
　　　　　　　５．「街の中心となるモビリティハブの創造に向けて」
　　　　　　　　　～空飛ぶクルマ　離着陸場～
　　　　　　　　　講師：IHI運搬機械株式会社　パーキングシステム事業部
　　　　　　　　　　　　開発部　部長� 巽慎太郎　様
□参　加　費　無料

■　�令和6年春季駐車場研修会のご案内
□日　　　時　令和6年3月1日（金）　13時～18時30分（予定）
□場　　　所　池袋（WACCA池袋 駐車場、ハレザ池袋、アニメ東京ステーション、ほか）
□参　加　費　12,000円（税込）
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■　�表紙説明

ES CON FIELD HOKKAIDOは、敷地面積5ha、収容人数は
3万5000人。掘り込み式フィールドから地上4階まで観客エリア
が広がります。周辺環境との調和を第一に考え、建物中層部に
テラスを複数造るなど、地域に溶け込むデザインを採用してお
り、日本初の開閉式屋根付き天然芝球場。芝の育成を促すため
南側は一面のガラス壁に。五感で心地よさを感じることができ
る、プレイヤーファーストとファンファーストの両立を目指し
た新球場です。

事務局では、機関誌「PARKING」に掲載する表紙題材の提供を募集しています。以下の様な駐車場
に係る情報がございましたら、是非ご連絡をお願いします。
・新規開場した駐車場や既存駐車場リニューアル事例等
・駐車場に関連する新築ビル、商業施設等
《連絡先》
一般社団法人全日本駐車協会　☎　03-3528-8305　e-mail : info@japan-pa.com

<表紙題材募集のご案内>
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○委員会が下記の通り開催されました。

「企画委員会」
開催日：令和5年12月18日（月）
場　所：全日本駐車協会会議室＋オンライン
議　題：事務局長会議後の見学会実施報告
　　　　令和5年秋季駐車場研修会実施報告
　　　　令和6年新春駐車場研修会について
　　　　令和6年春季駐車場研修会について
　　　　�令和6年第63回通常総会後の講演会、

見学会について
　　　　令和6年秋季駐車場研修会について
　　　　その他
「組織委員会」
開催日：令和5年10月30日（月）
場　所：書面開催
議　題：会員異動について
　　　　共通サービス券について
　　　　各地駐車協会訪問について
　　　　団体パーキング保険について
「調査研究委員会」
開催日：令和5年12月13日（水）
場　所：全日本駐車協会会議室＋オンライン
議　題：令和5年度会員駐車場調査について
　　　　�「駐車場検索サイトの現状把握と今

後の方向性に関する調査」について
　　　　その他
「広報委員会」
開催日：令和5年12月19日（火）
場　所：全日本駐車協会会議室＋オンライン
議　題：PARKING第244号振り返りについて
　　　　PARKING第245号目次案について
　　　　PARKING第246号以降目次案について
　　　　ホームページの運用状況について

　　　　会員宛てメールの発信状況について
　　　　その他 ■　委員会報告

 ■　諸会議等報告

○�その他の会議等が下記の通り開催されまし

た。

＜国土交通省都市局＞
・�第1回まちづくりにおける駐車場政策のあ
り方検討会 需給マネジメントWG
　令和5年10月11日（水）中央合同庁舎3号館
・�第1回まちづくりにおける駐車場政策のあ
り方検討会施設デザインWG
　令和5年10月17日（火）中央合同庁舎3号館
＜国土交通省住宅局＞
・�建築物のバリアフリー基準の見直しに関す
る検討WG（第3回）
　令和5年12月8日（金） オンライン会議
＜一般財団法人道路新産業開発機構＞
・ISO／TC204／WG19国内分科会（第29回）
　令和5年12月13日（水）オンライン出席

 ■　会員動静

［入会］
（地区会員）
○会員名　�日生不動産株式会社（新潟駐車協

会）
　代表者　内藤　博
　所在地　新潟市中央区上近江4-1-3
　入会日　令和5年12月1日
（賛助会員②）
○会員名　株式会社シオン（仙台駐車協会）
　代表者　栗山　哲
　所在地　仙台市青葉区旭ヶ丘1-42-45
　入会日　令和5年10月1日
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PARKING 2024 年　第 245 号

＜非 売 品＞

2024　年1月25日印刷　 2024　年1月31日発行
編集兼発行人　一般社団法人全日本駐車協会

東京都千代田区内幸町2-2-3
� 日比谷国際ビル地下1階

� TEL 03（3528）8305
� FAX 03（3528）8306

印刷・製本　（株）エスティ・トーニチ

［退会］
（賛助会員②）
○会員名　�日信電子サービス株式会社（仙台

駐車協会）
　代表者　鈴木　隆三（担当者）
　所在地　仙台市青葉区本町3-6-17
　退会日　令和6年3月31日
○会員名　�宮城日産自動車株式会社（仙台駐

車協会）
　代表者　渡邉　芳博
　所在地　仙台市宮城野区扇町2-2-5
　退会日　令和6年3月31日

当協会から会員の皆様宛の情報発信手段は、年4回の機関誌PARKING・ホームページ及び郵送に加
えて、タイムリーかつ確実に行える連絡手段としてメールを活用しています。
メールアドレス未登録の会員の方は、ご担当者及びメール配信希望者のメールアドレス等をご提供い
ただきたくお願い申し上げます。記入票等につきましては下記担当者までお問合せ下さい。
� 一般社団法人全日本駐車協会事務局
� e-mail:member@japan-pa.com　電話:03-3528-8305　FAX:03-3528-8306
� 担当:松本、船津

<全日本駐車協会　会員メールアドレス提供のお願い>
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一般社団法人全日本駐車協会

会　　長　　木　村　惠　司
副　会　長　　竹　歳　　　誠
　〃　　　
　〃　　　富　山　修　一
常任理事　　齋　野　五兵衛
　〃　　　城　阪　勝　喜
　〃　　　中　尾　卯　作
　〃　　　海　道　亮　輔
　〃　　　菅　原　甚　一
　〃　　　須　藤　憲　一
　〃　　　三　浦　　　隆
　〃　　　川　村　　　寿
　〃　　　江　戸　耕　介
専務理事　　善　本　信　之
常務理事　　中　村　修　和

事務局　東京都千代田区内幸町 2 － 2 － 3
　日比谷国際ビル地下 1 階

電 話　03（3528）8305
ＦＡＸ　03（3528）8306

一般社団法人東京駐車協会

会　　長　　木　村　惠　司

副　会　長　　竹　歳　　　誠

　〃　　　

　〃　　　三　浦　　　隆

常任理事　　大　嶋　　　翼

　〃　　　松　澤　壮　一

　〃　　　加　藤　久　喜

　〃　　　山　田　一　彦

　〃　　　増　岡　真　一

　〃　　　江　戸　耕　介

専務理事　　善　本　信　之

常務理事　　中　村　修　和

事務局　東京都千代田区内幸町 2 － 2 － 3
　日比谷国際ビル地下 1 階

電 話　03（3528）8305
ＦＡＸ　03（3528）8306

一般社団法人大阪駐車協会
会　　長　　城　阪　勝　喜
副　会　長　　菅　沼　健太郎
　〃　　　小　川　　　潔

〒552－0004
大阪市港区夕凪 2 －17 － 13
新日企業ビル 401
電　話　06（6577）6788

札 幌 駐 車 協 会
会　　長　　遠　藤　隆　三
副　会　長　　水　落　隆　志

事務局　札幌市中央区北 1 条西 2 丁目
　　　　　　北海道経済センター 6 Ｆ
　　　　電　話　011（232）5554

謹　賀　新　年

Parking 245号 ／ 2024・1
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山 形 駐 車 協 会

会　　長　　齋　野　五兵衛

事務局　〒990－0024
山形市あさひ町 26 － 33
アマノ㈱　山形営業所
電　話　023（624）5830

福 島 県 駐 車 協 会

会　　長　　三　浦　修　一
事務局　〒960－8043

福島県福島市中町 ７ － 1７
ふくしま中町会館２階
福島市観光開発株式会社内

TEL　024（521）2552　FAX　024（521）2551

仙 台 駐 車 協 会
会　　長　　菅　原　甚　一
副　会　長　　増　渕　多　俊
　〃　　　松　坂　卓　夫
　〃　　　桃　野　智　文

事務局　〒980－0803
仙台市青葉区国分町二丁目11 － 8
MSCビル 9 階
TEL・FAX　022（266）1801

新 潟 駐 車 協 会
会　　長　　富　山　修　一
副　会　長　　大　塚　善　紀
専務理事　　山　崎　　　太

事務局　〒951－8066
新潟市中央区東堀前通 6 番町 1058 番地 1
新潟駐車場株式会社内
電　話　025（223）1164

埼 玉 駐 車 協 会
会　　長　　中　村　　　茂
副　会　長　　久保田　一　男
　〃　　　小谷野　堅太郎

事務局　埼玉県さいたま市大宮区
　　　　吉敷１丁目50番地
会　計　橋本　直子
電　話　048（641）2369　FAX　048（641）5376

高 崎 駐 車 場 協 会

会　長　　大　田　部　　功

事務局　〒370－0849
高崎市八島町 110 － 21
一般財団法人高崎市都市整備公社（内）
電　話　027（327）6719

横 浜 駐 車 場 協 会
会　　長　　海　道　亮　輔
副　会　長　　吉　田　泰　治
　〃　　　竹　田　　　徹
　〃　　　鈴　木　秀　行

〒220－0011　横浜市西区高島 2 － 12 － 6
ヨコハマジャスト 1 号館 3 F

横浜新都市センター株式会社内
TEL　045（453）2614　FAX　045（453）2617

千 葉 駐 車 場 協 会
会　　長　　須　藤　憲　一

事務局　〒260-0045
千葉県千葉市中央区弁天 1 － 30 － 10

TEL　043（216）3211　FAX　043（287）6779
URL　http://www.chiba-pa.org/index.php

謹　賀　新　年

Parking 245号 ／ 2024・1

―75―

74-83_PARKING名刺広告2401.indd   75 2024/01/18   17:12:13

Guest
Rectangle



名 古 屋 駐 車 協 会

会　　長　　川　村　　　寿

事務局　〒468－0008
名古屋市中区栄三丁目 16 番 10 号先
株式会社エンゼルパーク内
TEL　052（261）5746
FAX　052（241）3498

静 岡 県 駐 車 協 会

会長代理　稲　葉　一　匡

事務局　静岡市葵区紺屋町 17 番地の 2
稲森パーキング本社内

電　話　054（254）5448

兵庫県駐車場協会連合会
会　　長　　宮　浦　栄太郎
副　会　長　　藤　岡　義　己
副　会　長　　宮　﨑　教　嘉

〒650－0031　神戸市中央区東町 123 番地の 1
貿易ビル 905 号

ＴＥＬ　078（321）6321
ＦＡＸ　078（321）6323

岡 山 駐 車 協 会
会　　長　　藤　井　一　也
副　会　長　　生　田　茂　樹

岡山市中区西川原一丁目1－9
㈲エフ・プラン内

ＴＥＬ　086（272）5334
ＦＡＸ　086（272）4506

会　　長　　中　尾　卯　作

福 岡 駐 車 協 会

福岡市中央区天神 1 丁目 15 番 22 号
綾杉不動産株式会社内
電　話　092（751）2588

謹　賀　新　年

Parking 245号 ／ 2024・1
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新 宿 駅 西 口 駐 車 場

代表取締役社長　　菅　澤　一　郎

〒160－0023
東京都新宿区西新宿１丁目西口地下街１号
電 話 03（3342）8117 ＦＡＸ 03（3342）1477

株式会社　小田急ビルサービス

株式
会社　銀座パーキングセンター

西 銀 座 駐 車 場
（銀座・外堀通り地下に平置700台）

代表取締役　　松　澤　壮　一

東 京 都 中 央 区 銀 座 7 － 2 － 6
電 話 　 0 3（ 3 5 7 2 ）5 2 0 1 ㈹
http://www.nishiginzaparking.co.jp

株式
会社 サ ン ケ イ ビ ル

東京都千代田区大手町 1 － 7 － 2
電　話　　0 3（ 5 5 4 2 ）1 3 0 0

代表取締役
社 長 飯　島　一　暢

株式
会社　 エ ス テ ィ・ ト ー ニ チ

代表取締役社長　　斎　藤　　　繁

東 京 都 江 東 区 越 中 島 2 － 1 － 30
S T ビル 2 F

電 話 　 　 0 3（ 3 8 2 0 ）0 5 4 5

株式会社サンシャインシティ

東京都豊島区東池袋三丁目1番
TEL 03－3989－3321（代表）

代表取締役社長　合　場　直　人

首都高速道路サービス株式会社

代表取締役社長　　三　原　真　一

〒103－0027
東京都中央区日本橋 3 － 11 － 1
HSBCビルディング 2 階
営業第一部　駐車場営業課
TEL 03－6262－3914　FAX 03－6262－7124

神 田 駐 車 業 組 合

理　事　長　　柴　田　明　雄

事務局　東京都千代田区内神田 1 － 14 － 6
㈲福利久内
電　話　03（3293）7466
ＦＡＸ　03（3293）7469

柴田ビル駐車場
カホウ産業株式会社

代表取締役　　柴　田　眞理子

東 京 都 千 代 田 区 内 神 田 2 － 6 － 4
電 話 03（3256）1031　FAX 03（3256）1037

謹　賀　新　年

Parking 245号 ／ 2024・1
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「優良駐車場認定」

新 宿 サ ブ ナ ー ド 駐 車 場
（地下駐車場400台／二輪車駐車可能）

新宿サブナード株式会社
代表取締役社長　　広　畑　義　久

東京都新宿区歌舞伎町 1 － 2 － 2
電 話 　 0 3（ 3 3 5 4 ）6 1 1 1
ht tp : //www.subnade . co . j p

株　式　会　社　鈴
ス ズ

　和
カ ズ

代 表 取 締 役　　後　藤　義　明

東京都豊島区南池袋 2 － 16 － 8
電　話　03（3590）1009

株式
会社　藤

ト ウ

　　　　　　久
キュウ

T O K Y U  P A R K I N G／BUILDING

代表取締役　　後　藤　英　夫

本　社　〒171－0022
　　　　東京都豊島区南池袋 2 － 25－ 5
　　　　藤久ビル東五号館14階
電　話　03（3971）6243

東京ガレーヂ株式会社
代表取締役社長　　三　野　武　彦
代表取締役専務　　小清水　 　治
取　　締　　役　　石　田　岳　生
取　　締　　役　　河　野　　　創
取　　締　　役　　和　泉　崇　彦
相　　談　　役　　小清水　 　磨
監　　査　　役　　本　多　紀　雄
東京都千代田区永田町 2 － 14 － 2
　　　　　　　　山王グランドビル４階
電　話　03（3504）0610 ㈹
F A X　03（3504）0626
U R L　http://www.tokyo-garage.co.jp/

神田西口駐車場
有限会社　スカイ・ガレージ嶋屋

代表取締役　　加　藤　久　喜

東 京 都 千 代 田 区 内 神 田 3 － 3 － 12
電 話 03（3254）4082　FAX 03（3293）7469

代表取締役　社長執行役員　丸山　卓

大　阪　大阪市北区中之島3丁目6番32号
　　　　〒530－0005　電話（06）6441－1932
東　京　東京都千代田区内幸町1丁目2番2号
　　　　〒100－0011　電話（03）3506－7441
　　　　URL：https://www.daibiru.co.jp

株式会社　鉃鋼ビルディング

代表取締役社長　　増　岡　真　一

東京都千代田区丸の内 1 丁目 8 番 2 号
　　電　話　03（6630）2800㈹

（第一東英パーキング）

東 英 興 産　株式
会社

代表取締役社長　大　家　正　光

〒101－0053
東京都千代田区神田美土代町7－4
東英美土代ビル4階
電話 03－3292－1041　FAX 03－3292－0370
https://www.toei-kosan.com/
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株 式 会 社 ナ リ マ ッ ク

代表取締役　　名古路　勝　彦

〒101－0054
東京都千代田区神田錦町3－13－7
名古路ビル9階
電話03（3291）0464

日本ガレーヂサービス株式会社

東京都千代田区永田町 2 － 14 － 2 山王グランドビル 4 階
電　 話　03（3504）0610 ㈹ 　 　FAX　03（3504）0626

U R L 　http://www.tokyo-garage.co.jp/

代表取締役会長　　三　野　武　彦
代表取締役社長　　小清水　 　治
常 務 取 締 役　　伊　藤　健太郎
取 締 役　　富　川　征　典
相 談 役　　小清水　 　磨
監 査 役　　本　多　紀　雄

代表取締役社長　大　嶋　　　翼

株式会社　ＰＭＯプラス

Parking Management Organization Plus,Ltd.
〒150－0002　東京都渋谷区渋谷2－12－12
　　　　　　 三貴ビル501
Mobile：090－4078－5499
Tel：03－6712－6306　Fax：03－6712－6307
Email：t-oshima@pmoplus.co.jp

（ 新 東 京 ビ ル 駐 車 場 ）

丸 ノ 内 ガ ラ ー ヂ　株式
会社

取締役会長　　松　田　三四朗
取締役社長　　荻　野　寿　人

http://www.chushajo.co.jp
東京都千代田区丸の内 3 － 3 － 1
電　話　03（3212）4721 ㈹
ＦＡＸ　03（3212）4725

三 井 不 動 産 株 式 会 社

代表取締役社長　　植　田　　俊

東京都中央区日本橋室町 2 － 1 － 1

株式会社虎ノ門実業会館

代表取締役社長　　河　村　恭　臣

〒105－0001　　　　　　　
東京都港区虎ノ門1－1－20
　電　話　03（3591）5371

株式会社東京流通センター
代表取締役社長　有　森　鉄　治

〒143－0006
東京都大田区平和島6－1－1センタービル
電　話　03（3767）2111（代表）
F A X　03（3767）2053
H 　P　https://www.trc-inc.co.jp/

東京交通会館パーキング（地下２．３階）

株式
会社　東　京　交　通　会　館

取締役社長　　興　野　敦　郎

東京都千代田区有楽町 ２ － １０ － １
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望 月 ビ ル 株 式 会 社

代表取締役　　望　月　敬　夫

大阪府豊中市庄内東町 2 － 2 － 2

電　話　06（6331）0115

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

取締役社長　　久　保　人　司

〒100－0005
千代田区丸の内 2 － 2 － 3
丸の内仲通りビル 2 階
TEL 03－3287－4111

三菱地所パークス株式会社

代表取締役社長　佐　藤　正　典

〒107－0062
東京都港区南青山1－1－1
新青山ビル東館16階
TEL 03－5413－4351

［東京駅八重洲パーキング　東・西駐車場］

八 重 洲 地 下 街　株式
会社

代表取締役社長　　窪　田　弘　美

東京都中央区八重洲 2 － 1
八重洲地下街中１号

電　話　03（3271）4111

ホームページ
h t t p : / / p a r k i n g . y a e c h i k a . c o m /

代表取締役　　外　池　洋　隆

東京都中央区日本橋 2 － 1 － 10
電　話　03（3272）1441 ㈹

柳屋ビル屋上駐車場
柳 屋 ビ ル デ ィ ン グ 株 式 会 社

松栄ホールディングス株式会社

代表取締役会長　城 阪 勝 喜

〒552-0011
大阪市港区南市岡2丁目10番17号
TEL 06-6582-0101（代）
FAX 06-6582-0104
ht tp ://www.shoe i -g roup .com/

遠藤興産株式会社

取締役社長　遠　藤　隆　三

〒060－0062
北海道札幌市中央区南二条西
四丁目4－3　狸上るビル5階
TEL 011－221－0456（代表）

三 菱 地 所 株 式 会 社

執行役社長　　中　島　　篤

東京都千代田区大手町 1 － 1 － 1
大手町パークビル
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株 式 会 社 須 藤 ビ ル
千 葉 ゴ ー ル デ ン パ ー キ ン グ

代表取締役　須　藤　憲　一

千葉市中央区弁天1－30－10
電 話　043－254－5422
FAX　043－287－6779
URL　 https://www.sudo-biru.co.jp
Eメールアドレス　info@sudo-biru.co.jp

株式会社横浜貿易ビル

代表取締役社長　　齊　藤　宏　之

（本社）	 横浜市中区山下町 2 番地
〒231－0023	 045（671）7713

（駐車場）	 横浜市中区山下町 211 番地
〒231－0023	 横浜貿易ビル駐車場
	 045（671）7768

有 限 会 社　 大 宮 駐 車 場

代表取締役　星　野　敏　之

埼玉県さいたま市大宮区宮町2－35
電　話　048（641）1702
HP：http ://www.omiya -p . co . jp

三 浦 ビ ル 商 事 ㈱
㈲ 三 浦 商 店

み う ら ガ レ ー ジ

代表取締役　　三　浦　修　一

福島市新浜町 3 － 4
電　話　024（534）2080

新 潟 駐 車 場 株 式 会 社

代表取締役社長　　富　山　修　一

〒951－8066 　　　　　　　　　　　　　
新潟市中央区東堀前通六番町 1058番地 1

　　　　　  電　話　025（223）1164

株式会社　マサキ管理サービス

代表取締役　中村　　茂

埼玉県川口市並木2丁目13番8号
電　話　048（252）8101
F A X　048（252）0740
HP：http ://www.masak ikanr i . co . jp

松栄東口第一・第三駐車場
名掛丁駐車場
松栄東口第六・第八駐車場

仙台市宮城野区榴岡一丁目 2 － 8
電　話　022（295）5080㈹

代表取締役　　松　坂　卓　夫

松 栄 不 動 産 株 式 会 社
松 坂 商 事 株 式 会 社

タイショーパーキング（東二番町角）

取締役社長　　西　井　俊　正
事務所　仙台市青葉区一番町 2 丁目 2 － 5

電　話	 022（223）2654

ダイコクパーキング（仙台駅東口）

取締役社長　　西　井　俊　正
電　話	 022（225）0580
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綾 杉 不 動 産 株 式 会 社

綾 杉 立 体 駐 車 場

代表取締役　　中　尾　卯　作

〒810－0001
福 岡 市 中 央 区 天 神 1 丁 目 15 番 22 号
電　話　092（751）1310

ユ ニ モ ー ル 駐 車 場
株 式 会 社 ユ ニ モ ー ル

代表取締役社長　　古　橋　　明

〒450－0002
名古屋市中村区名駅四丁目 5 番 26 号
電　話　052（586）2511㈹

稲 森 パ ー キ ン グ
静岡委託商事有限会社

取締役　　稲　葉　一　匡

静岡市葵区紺屋町 17 番地の 2
電　話　054（254）5448
http://www.inamori-parking.com

株 式 会 社 　エ ス カ

（地下街と駐車場）

代表取締役社長　　広　井　幹　康

名古屋市中村区太閤三丁目 1 番 18 号
電　話　052（452）1181㈹

株式会社エンゼルパーク

代表取締役社長　　川　村　　寿

名古屋市中区栄三丁目 16 番 10 号先
電　話　052（261）5746（代表）

エンゼルパーク駐車場
矢 場 公 園 駐 車 場

株式会社セントラルパーク
セントラルパーク駐車場

代表取締役社長　　野　村　和　生

〒461－0001
名古屋市東区泉一丁目 23 番 36 号
　　ＮＢＮ泉ビル5階
電　話　本　社　052（961）6111㈹
　　　　駐車場　052（951）0051

株式会社東海放送会館

アートパーク東海（駐車場）

代表取締役社長　　春　田　亮　介

名古屋市東区東桜一丁目 14 番 27 号
電　話　052（972）0805

〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-3-3
神戸ハーバーランドセンタービル9階
TEL 078-362-2512　FAX 078-362-2515
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中 央 地 所 株 式 会 社
代表取締役会長　　戸　嶋　弘　一
取 締 役 副 会 長　　戸　嶋　和　夫
代表取締役社長　　戸　嶋　太　一

南 天 神 パ ー キ ン グ
グ ラ ン ド パ ー キ ン グ

福岡市中央区渡辺通 5 丁目 14 番 12 号
　　　　本　　　社　092（751）1711
　　　　パーキング　092（781）3713
h t t p : / /www . chuo - e s t a t e . c o . j p
E -ma i l : i n f o@chuo - e s t a t e . c o . j p

電　話

お　礼

一般社団法人全日本駐車協会

会員の皆様方に謹賀新年の名刺広告の協賛につきましてお願い申し上げたところ、多数の
方々のご理解を賜りました。誌上をお借りし、厚く御礼申し上げますとともに、今後もご協力
のほど宜しくお願い申し上げます。

九 州 勧 業 株 式 会 社
代表取締役社長　　太　田　禎　郎

電　話　092（291）8291
ＦＡＸ　092（281）7383

福岡市博多区店屋町 8 番 24 号

センターパーキング
ニューセンターパーキング
駅東パーキング
交通センター前パーキング

紙 与 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長　　渡　 　與　之
〒810－0001
福岡市中央区天神1丁目12－14
紙与渡辺ビル10Ｆ
電　話　092（721）4531

紙 与 パ ー キ ン グ 大 名
紙 与 パ ー キ ン グ 店 屋 町
紙 与 パ ー キ ン グ 駅 三
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都内で駐車場を運営されている方へ

駐車場案内標識のご案内
一般社団法人東京駐車協会では、駐車場への案内をスムーズにし、「うろつき運転」を減
らすことを目的として、都内で駐車場案内標識設置のお手伝いをしております。

駐車場案内標識は、東京駐車協会の会員以外の方でも設置することができ、現在約400本
の標識が都内に設置されています。
是非お気軽に当協会までお問い合わせください。

〔駐車場案内標識に関するお問い合わせ先〕
一般社団法人東京駐車協会
担当者：冨永　tominaga@japan-pa.com　坂口　sakaguchi@japan-pa.com
ＴEL：03-3528-8305

・�道路占用許可をはじめとする各種許可を得て、公道上（主に歩
道）に駐車場案内標識を設置することができます。

・�必要な申請手続は東京駐車協会名で協会スタッフが行います。

・�規格に則り、施工会社、行政機関との調整を含めて当協会が設置
工事を取り進めます。

・�東京駐車協会の会員であれば、諸費用や保証金に会員料金の適用
があります。

・�公益財団法人東京都道路整備保全公社による助成金制度を利用
し、助成金の交付を受けることができます。

　（�交付には条件がありますので、当協会までお問い合わせくださ
い。）

公道への設置

設置工事は協会が

申請は協会が

会員料金

助成金

反射式駐車場名入り 反射式駐車場名なし 内照式
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新年のごあいさつ
令和５年秋季駐車場研修会講演会議事録
令和５年秋季駐車場研修会参加レポート
情報発信「アンテナ」（第18回）
「電動車の普及に向けた充電インフラに関する取組
  ～2030年30万口設置に向けて～」
「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用の推進について」
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